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序  文 

 

独立行政法人国際協力機構は、コンゴ民主共和国の道路維持管理機材整備計画にかかる協力準備

調査を実施することを決定し、同調査を（株）アンジェロセックに委託しました。 

調査団は、平成 29 年 7 月から平成 30 年 5 月までコンゴ民主共和国の政府関係者と協議を行うと

ともに、計画対象地域における現地踏査を実施し、帰国後の国内作業を経て、ここに本報告書完成

の運びとなりました。 

この報告書が、本プロジェクトの推進に寄与するとともに、両国の友好親善の一層の発展に役立

つことを願うものです。 

終わりに、調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 
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1.国の概要 

コンゴ民主共和国（以下「コ」国）は、コンゴ共和国・中央アフリカ共和国・南スーダン・ウガ

ンダ・ルワンダ・ブルンジ・タンザニア・ザンビア・アンゴラの 9 カ国に囲まれ、その国土面積は、

約 235万 km2で人口 7,874万人（2016年外務省データ）である。また、①中央部の大盆地（主に熱

帯雨林）、②大西洋岸の平地、③北部・北東部・南部の大地（主にサバンナ）、④東部・南東部の山

岳地の主に 4の地勢に大別される。 

「コ」国は、全土が熱帯性の気候に属するが、標高や地域によって差がある。西海岸側はサバン

ナ気候、東側は乾季の無い熱帯雨林気候に属する。年間平均降雨量は 1,590mmで、年間平均気温は

25℃前後で年間を通じ変動は少ない。 

「コ」国の社会経済状況は、長年の政情不安に端を発する政府機能の不全、経済活動の停滞、失

業等の社会問題、基幹インフラの未整備などを抱えている。特に都市道路の 45%が集中している首

都キンシャサ市においては道路の状態は悪く、内戦による道路整備投資の中止や、その後の政府の

維持管理不足等により、維持管理業務の執行率は年間計画の 6割程度であり（2016年「コ」国道路

維持管理基金）、道路の老朽化や損傷が深刻となっている。その結果、輸送活動の阻害、病院等の

社会サービスへのアクセス欠如、一部の舗装道路への交通集中に伴う渋滞発生等により、社会・経

済活動は阻害されている。 

2. プロジェクトの背景、経緯および概要 

「コ」国の都市道路の維持管理を担っている、道路・排水公社(Office des Voiries et Drainage、以下

「OVD」)はこれら現状をふまえ、2015年次活動報告の中で状況改善のための維持管理機材の新規

導入の必要牲を強調している。その理由として、ブリガード（作業担当部局）の保有機材の 30%が

故障しており稼働可能な機材の不足やスペアパーツが調達困難なことに起因する修理不能のため、

適切な維持管理が実施されていないことが挙げられる（OVD 年次活動報告、現地調査）。一方、道

路公社（Office des Routes、以下「OR」）は主に当国内全土の幹線道路網（国道と州道）の維持管理

を担っているが、キンシャサ市内の国道等での緊急補修工事や小補修工事のための日常整備機材が

不足している。また、維持管理作業にて補修可能な道路も、上記要因により劣化が進行し、本来は

安価に補修可能な道路の損傷も、機材不足を原因に放置されたために劣化が進行し、その結果、大

規模な改修が必要となり維持管理費用が高額となっている。以上から、同国の道路維持管理上、機

材の導入は喫緊の課題である。 

このような状況のもと、「コ」国政府は、独立行政法人 国際協力機構（Japan International Cooperation 

Agency、以下「JICA」）で実施中の技術協力「道路維持管理能力強化プロジェクト」（2016－2018）

の中で、我が国に道路維持管理機材の整備を要請した。 

本プロジェクトの実施機関は、インフラ・公共事業・再建設省（Ministère des Infrastructres, Travaux 

Publics et Reconstrucution、以下「MITPR」）管轄下の技術者組織であるインフラユニットであり、整

備機材を運営・維持管理する OVD キンシャサ支局および OR キンシャサ支局に道路維持管理機材

を整備することによって、当該支局が管轄するキンシャサ市内の都市道路の維持管理状態の改善を

図り、もって移動・輸送の効率化に寄与することを目的としている。 
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3. 調査結果の概要とプロジェクトの内容 

「コ」国政府の要請を受けて、日本政府はインフラユニットを実施機関とし、OVD および ORを

整備先とする道路維持管理機材整備に関する協力準備調査の実施を決定した。JICA は第一次現地

調査として、2017年 7月 8日から同年 8月 3日の間、協力準備調査団を現地に派遣し「コ」国側の

関係者と協議を行うとともに、プロジェクトの対象地域において調査を実施した。帰国後、現地調

査結果に基づいて最適な事業内容について概略設計を行い、その内容を取りまとめ準備調査報告書

（案）を作成した。JICA は準備調査報告書（案）の説明のため、調査団を 2018年 1 月 24日から

同年 2月 6日まで現地に派遣し、その内容について「コ」国側の関係者と協議・確認を行った。 

要請内容を踏まえた上で本プロジェクト「コ」国責任機関である MITPR との間で 2018年 2 月 1

日に合意した協議議事録において本プロジェクトの対象となる地域のキンシャサ市内の OVD およ

び ORに道路維持管理機材を整備する計画につき確認した。 

本プロジェクトにより整備される機材は、維持管理水準を達成するのに必要な大規模補修を実施

することを目的とした「定期維持管理機材」とポットホールやシーリング補修などを実施すること

を目的とした「日常整備作業用機材」である。これらの機材は、「コ」国の主に州都内の道路整備・

維持管理を担当する OVD と国内全土の幹線道路網（国道と州道）の整備・維持管理を担当する OR

がキンシャサ市内の道路を維持管理するために使用される。そのため、定期維持管理機材を OVD

に、日常整備作業用機材を OVD および ORに整備するとともに、ロードメインテナンストラック、

道路ラインマーカーなどユーティリティ機材を OVD および OR に整備する。なお、定期維持管理

業務を民間発注している ORには定期維持管理機材を整備しない。 

キンシャサ市内の舗装道路の 89%を管理している OVD は 3 つのカテゴリーに分け道路を管理し

ている。この管理区分によって道路維持管理水準を維持管理するために必要な機材構成を決め、機

材配置計画を行った。配置計画を下表に示す。 

表 配置計画 

機材番号 機材名 
配備先 

OVD OR 

1 ロードスタビライザー 2  

2 ブルドーザ 3  

3 モーターグレーダ 3  

4-1 コンバインドローラ 3  

4-2 タンデムローラ 3  

5 油圧ショベル 3  

6 ホイールエクスカベータ 3  

7 散水車 3  

8 アスファルトフィニッシャー 2  

9 アスファルトディストリビュータ 3  

10 タイヤローラ 3  

11 ダンプトラック 9  

12 ピックアップトラック 3 1 

13 アスファルトカッター 4 1 
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機材番号 機材名 
配備先 

OVD OR 

14 振動コンパクタ― 4 1 

15 ハンドブレーカ 4 1 

16 エアーコンプレッサ 4 1 

17 アスファルトスプレイヤー 4 1 

18 ハンドガイドローラ 4 1 

19 移動式アスファルト・ミキシング・プラント 1 1 

20 トレーラヘッドとトレーラー 1  

21 ロードメインテナンストラック 1 1 

22 道路ラインマーカー 1 1 

23 カーゴトラック（クレーン付） 1 1 

24 移動工作車 1  

25 ホイールローダ 1  

26 バックホーローダ 1  

27-1 汚泥吸引車 1  

27-2 高圧洗浄車 1  

28 維持管理用修理機材  1 

出典：JICA 調査団 

本プロジェクトで整備される各機材の基本仕様は、既存の機材の仕様と現地での普及度も考慮し

検討した。主たる仕様は以下のとおり。 

表 機材基本仕様（案） 

No. 機材名 
作業内容 

基本仕様 
仕様選定理由 

1 ロードスタビライザー 
セメントなどを使った路盤安定化処理 混合幅 2m 

混合深さ 430mm 代表的な日欧製品の共通仕様 

2 ブルドーザ 
地山の掘削、押土あるいは土砂の敷均し 重量 20 トン 

ストチル、リッパ付き 土工に適するとともに、運搬時に足回り分解
が不要 

3 モーターグレーダ 
材料の敷均し ブレード幅 3.7ｍ 

リッパ付き 道路幅 3.5m に合致し、材料混合用のリッパ
装着 

4-1 コンバインドローラ 
土砂の締固め 重量 10 トン 

ドラム幅 2m 土工に適する運転質量 
 

4-2 タンデムローラ 
アスコン、DBST 舗装材料の締固め 重量 10 トン 

ドラム幅 2m 舗装作業に適する運転質量 

5 油圧ショベル 
郊外でも材料の掘削、積込み バケット容量 0.8m3 

シュー幅 600mm 
ブレーカ 

運搬時に車幅がトレーラ内におさまる 

6 
ホイール 
エクスカベータ 

市街地での材料の掘削、積込み バケット容量 0.5m3 
フロントブレード 
ブレーカ 

国産で最大モデルを参考とした 

7 散水車 
含水比調整のため 

タンク容量 6000 ﾘｯﾄﾙ 
10 トンダンプとシャシー共通化をはかる 
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No. 機材名 
作業内容 

基本仕様 
仕様選定理由 

8 
アスファルト 
フィニッシャー 

アスコン材の撒き出し 均し幅 4.5m 以上 
最大舗装厚 150mm 均し幅 4.5m、ホイール式で普及 

9 
アスファルト 
ディストリビュータ 

アスファルト乳剤、DBST 用アスファルト散
布 

タンク容量 6000 ﾘｯﾄﾙ 

10 トンダンプとシャシー共通化をはかる 

10 タイヤローラ 
アスファルト舗装の転圧、締固め 重量 15 トン 

締固め幅 2m 舗装作業に適する運転質量 

11 ダンプトラック 

材料の運搬 積載重量 10 トン 
荷台取付用のチップス
プレッダ 1 台を含む。 

10 トンクラスとしてシャシー共通化をはか
る 

12 
ピックアップ 
トラック 

人員、資材の運搬 4 輪駆動、ディーゼル 
ダブルキャブ ディーゼルエンジンで高出力 

13 
アスファルト 
カッター 

日常整備作業として路面掘削用 切削深さ 150mm 
重量 140kg 舗装厚が 10cm 前後であるから切削深さを

15cm 

14 振動コンパクター 
土砂の裏込め用 重量 70kg 

締固め幅 30cm 締固め効果を得るため重量を 70kg 

15 ハンドブレーカー 
アスファルト舗装の剥離用 重量 7kg 

空気消費量 1.5m3/分 一般的な仕様 

16 エアーコンプレッサ 
ハンドブレーカー用圧縮空気の供給 空気吐出量 5m3/分 

トレーラータイプ ハンドブレーカー2 台分以上の供給能力 

17 
アスファルト 
スプレイヤー 

アスファルト舗装の小修理用 散布能力 30 ﾘｯﾄﾙ/分 

タンク容量 400 ﾘｯﾄﾙ程度 

18 
ハンドガイド 
ローラ 

少量の土砂の締固め用 重量 650kg 
締固め幅 600mm 一般的な仕様 

19 
移 動 式 ア ス フ ァ ル
ト・ミキシング・プラ
ント 

ポットホールや亀裂の埋め合わせ用合材の
生産 

5-7 トン/時間 

手練りに変えて合材の品質を確保する 

20 
トレーラヘッドと 
トレーラー 

重機などの運搬用 4ｘ2、200kw 以上 
積載重量 25 トン 積載物の最大重量が約 23 トン 

21 
ロードメンテナンス 
トラック 

緊急的に道路補修を行うための自走式トラ
ック 

加熱タンク 900 ﾘｯﾄﾙ 
荷台積載量 2700kg 

アスファルト加熱タンクやコンプレッサー
を搭載 

22 道路ラインマーカー 
車線を明示する ライン幅 10-30cm 

搭載型として、作業の安全をはかる 

23 
カーゴトラック（クレ
ーン付） 

資機材の運搬用 つり上げ能力 2-3 トン 
積載重量 5 トン クレーン付き 

24 移動工作車 
修理用一般工具を搭載したトラック 駆動方式 4ｘ2 

クレーンは搭載しない 

25 ホイールローダ 
材料の掘削、積込み、運搬用 バケット容量 2.5m3 

10 トンクラスのダンプにマッチング 

26 バックホーローダ 
DBST 工法での積込み補助作業用 アウトリガー付き 

ローダ 1.0m3
、バケット 0.17m2 
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No. 機材名 
作業内容 

基本仕様 
仕様選定理由 

27-1 汚泥吸引車 
道路や排水路の汚泥を吸引する 7m3

クラス 

一般的な仕様 

27-2 高圧洗浄車 
道路や排水路の汚泥を洗浄する 4m3

クラス 

一般的な仕様 

28 
維持管理用 
修理機材 

エンジンやシャシーの修理用設備  

一般的な仕様 

出典：JICA 調査団 

なお、本プロジェクトにて整備される道路維持管理機材は、OVD が保有するものが大多数であり、

新規に導入されるものは、ロードスタビライザーと移動式アスファルト・ミキシング・プラント

である。どちらの機材も複雑な機材ではなく納入時には初期操作指導、維持管理方法（整備点検お

よび修理方法）および安全管理指導等の運用指導が実施されることで適切に操作、維持管理が可能

である。そのため、本プロジェクトはソフトコンポーネントを実施しないこととする。 

4. プロジェクトの工期および概略事業費 

本プロジェクトが我が国の無償資金協力により実施される場合、実施設計期間は 4.5 ヶ月、機材

調達期間は 14.5ヶ月と想定される。2017年 8月時点の積算で本プロジェクトの総事業費は 11.20億

円（日本側 10.73億円、「コ」国側 47.20百万円）と見込まれる。 

5. プロジェクトの評価 

5.1 妥当性 

「コ」国政府は第二次成長・貧困削減戦略文書（Document de Stratégie de Croissance et de Réduction 

de la Pauvreté de Deuxième Génération)および政府 5ヵ年行動計画において、大統領は運輸インフラ

整備・改修を最優先課題に掲げている。また、当国の道路状況は劣悪であることから、政府は国

家計画の中で道路維持管理を優先政策としており、本プロジェクトはこれら政策に基づくもので

ある。 

この状況をふまえ、OVD は 2015年次活動報告の中で状況改善のための維持管理機材の新規導

入の必要牲を強調している。 

本プロジェクトで、道路維持管理機材を整備することにより、キンシャサ市内の都市道路の維

持管理状態の改善を図り、もってキンシャサ市内の交通網の利便性向上や社会サービスへのアク

セス改善に寄与することが期待される。 

よって本プロジェクトの実施の妥当性は高いと判断される。 

5.2 有効性 

5.2.1 定量的効果 

本プロジェクトにおける定量的効果は表のとおりである。 
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表 定量的効果 

指標名 基準値 
（2016 年実績値） 

目標値（2023 年） 
【事業完成 3 年後】 

舗装補修距離（km） 253.5 441.0 

日交通量（台／日） 
（コンゴ・日本大通り） 27,576 34,896 

旅客数（人／年） 
（コンゴ・日本大通り） 51,989,355 65,849,000 

貨物量（トン／年） 
（コンゴ・日本大通り） 2,927,120 3,729,000 

注：コンゴ・日本大通りは、沿道に位置する運輸業・製造業のための産業道路になっており、定量的効果測定の基

準道路とした。 
出典：JICA 調査団 

5.2.2 定性的効果 

本プロジェクトにおける定性的効果は以下のとおりである。 

 キンシャサ市内道路の利便性が向上する。 

 キンシャサ市内の社会サービスへのアクセスが改善される。 
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1．プロジェクトの背景・経緯 

1.1  当該セクターの現状と課題 

1.1.1  現状と課題および開発計画 

（1）政府の優先政策 

コンゴ民主共和国（以下「コ」国）においては、長年の政情不安に端を発する政府機能の不全、経済

活動の停滞、失業等の社会問題、基幹インフラの未整備が深刻な課題となっている。特に運輸インフラ

整備の遅延が社会・経済発展を阻害しているため、第二次成長・貧困削減戦略文書（Document de 

Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté de Deuxième Génération)、および政府5ヵ年行動

計画において、大統領は運輸インフラ整備・改修を最優先課題に掲げている。また、「コ」国の道路舗装

率は2005年では2%と極めて低く、道路状況は劣悪である等、運輸インフラ整備の遅延が社会・経済発

展を阻害している。このため「コ」国政府は、現在策定中の開発戦略国家計画（2017-2021）において、

「インフラ整備」を重点分野に掲げ、道路を含む運輸インフラの整備（ハード面）、および維持管理（ソフ

ト面）を優先的取組事項として位置付けている。なお、2015年時点では道路舗装率は13.7％まで向上し

ている。 

（2）進まぬ道路維持管理 

「コ」国の都市道路延長7,433kmの45%が集中している首都キンシャサ市内は、市域内紛争避難民の

流入等による人口急増を背景に、無秩序な都市化および居住地の拡大が著しい。道路舗装率は26%

（2011年 第二次成長・貧困削減戦略文書）に留まっている。2008年には、世界銀行の指導により主に

燃料税を財源とした道路維持管理基金が設立されたものの、内戦による道路整備投資の中止や、その

後の政府の維持管理不足等により、維持管理業務の執行率は年間計画の6割程度であり（2016年「コ」

国道路維持管理基金）、道路の老朽化や損傷が深刻となっている。その結果、輸送活動の阻害、病院

等の社会サービスへのアクセス欠如、一部の舗装道路への交通集中に伴う渋滞発生等が課題となって

いる。 

1.1.2  社会経済状況 

「コ」国は、コバルト（生産量世界第1位）、ダイヤモンド（同2位）、金（同1位）等の鉱物資

源に恵まれており、輸出品の約9割を鉱物資源が占めている。広大な森林と豊かな水資源から、

農業、エネルギー産業の潜在力も高いが、鉄道・道路の未整備、半内陸国のため国際市場へのア

クセス難という問題を抱えている。2016年における「コ」国のGDPは約350億米ドルであり、経

済成長率は2.2%である（世界銀行：2016年）。なお、一人あたりのGDPは444.51米ドルである（世

界銀行：2016年）。 

「コ」国の人口は7,874万人（世界銀行：2016年）であり、そのうち1,159万人（2015年）が首

都キンシャサに居住しており、首都人口率が非常に高い。 

1.2  無償資金協力の背景・経緯および概要 

「コ」国の都市道路の維持管理を担っている、道路・排水公社（Office des Voiries et Drainage、以

下「OVD」)はこれら現状をふまえ、2015年次活動報告の中で状況改善のための維持管理機材の新

規導入の必要牲を強調している。その理由として、ブリガード（作業担当部局）の保有機材の30%

が故障しており稼働可能な機材の不足やスペアパーツが調達困難なことに起因する修理不能のた

め、適切な維持管理が実施されていないことが挙げられる（OVD年次活動報告、現地調査）。一方、
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道路公社（Office des Routes、以下「OR」）は、主に「コ」国内全土の幹線道路網（国道と州道）

の維持管理を担っているが、キンシャサ市内の国道等での緊急補修工事や小補修工事のための日

常整備機材が不足している。また、維持管理作業にて補修可能な道路も、上記要因により劣化が

進行し、本来は安価に補修可能な道路の損傷も、機材不足を原因に放置されたために劣化が進行

し、その結果、大規模な改修が必要となり維持管理費用が高額となっている。以上から、同国の

道路維持管理上、機材の導入は喫緊の課題である。 

このような状況のもと、「コ」国政府は、独立行政法人 国際協力機構（Japan International 

Cooperation Agency、以下「JICA」）で実施中の技術協力「道路維持管理能力強化プロジェクト」（2016

－2018）の中で、我が国に道路維持管理機材の整備を要請した。 

本プロジェクトの実施機関は、インフラ・公共事業・再建設省（Ministère des Infrastructres, Travaux 

Publics et Reconstrucution、以下「MITPR」）管轄下の技術者組織であるインフラユニットであり、

整備機材を運営・維持管理するOVDキンシャサ支局およびORキンシャサ支局における道路維持管

理機材を整備することによって、当該支局が管轄するキンシャサ市内の都市道路の維持管理状態

の改善を図り、もって移動・輸送の効率化に寄与することを目的としている。 

本調査は、要請の必要性、および妥当性を確認すると共に、無償資金協力案件として適切な概略

設計を行い、事業計画（調達機材の数量、仕様等）や機材の維持管理計画を策定し、概略事業費

を積算する事を目的として実施した。本調査により協議・確認を行った要請機材とその配備先を

表1-1に示す。 

表 1-1 要請機材と配備先 

 機材名 
配備先 

OVD OR 

1 ロードスタビライザー 2  

2 ブルドーザ 3  

3 モーターグレーダ 3  

4-1 コンバインドローラ 3  

4-2 タンデムローラ 3  

5 油圧ショベル 3  

6 ホイールエクスカベータ 3  

7 散水車 3  

8 アスファルトフィニッシャー 2  

9 アスファルトディストリビュータ 3  

10 タイヤローラ 3  

11 ダンプトラック 9  

12 ピックアップトラック 3 1 

13 アスファルトカッター 4 1 

14 振動コンパクタ― 4 1 

15 ハンドブレーカ 4 1 

16 エアーコンプレッサ 4 1 

17 アスファルトスプレイヤー 4 1 

18 ハンドガイドローラ 4 1 

19 移動式アスファルト・ミキシング・プラント 1 1 

20 トレーラヘッドとトレーラー 1  
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 機材名 
配備先 

OVD OR 

21 ロードメインテナンストラック 1 1 

22 道路ラインマーカー 1 1 

23 カーゴトラック（クレーン付） 1 1 

24 移動工作車 1  

25 ホイールローダ 1  

26 バックホーローダ 1  

27-1 汚泥吸引車 1  

27-2 高圧洗浄車 1  

28 維持管理用修理機材  1 

出典：JICA 調査団 

1.3  我が国の援助動向 

我が国の道路分野に対する支援内容は表 1-2のとおりである。 

表 1-2 我が国の援助概要 

協力形態 実施年度 案件名 概要 

無償資金協力 
2008 年度～
2014 年度 

キンシャサ市ポワ・ルー
通り補修および改修計画 
（ﾌｪｰｽﾞ 1 およびﾌｪｰｽﾞ 2） 

ポワ・ルー通り 12km の道路改修 

無償資金協力 
2015 年度～
2017 年度 

キンシャサ市ポワ・ルー
通り補修および改修計画 
（ﾌｪｰｽﾞ 2）街路灯設置 

ポワ・ルー通り 12km の街路灯設置 

無償資金協力 
2014 年度～
2016 年度 

マタディ橋保全計画 
マタディ橋においてバナナ・キンシ
ャサ交通公団が橋梁保全を実施す
るために必要な機材の整備 

技術協力プロ
ジェクト 

2012 年度～
2015 年度 

マタディ橋維持管理能力
向上プロジェクト 

バナナ・キンシャサ交通公団のマタ
ディ橋に係る維持管理能力の向上
への支援 

技術協力プロ
ジェクト 

2016 年度～ 
道路維持管理能力強化プ
ロジェクト 

首都キンシャサ市およびその近郊
のアスファルト舗装道路を管理す
る OR および OVD のアスファルト
舗装道路維持管理能力の向上への
支援 

開発調査 
2009 年度～
2010 年度 

キンシャサ特別州都市復
興計画調査 

キンシャサ州における適切な都市
復興計画の作成手法および手順を
示し、その提言を実施 

開発調査 2017 年度～ 
キンシャサ市都市交通マ
スタープラン策定計画 

2040 年を目標年次とする長期的開
発ビジョンおよび 2030 年を目標と
する中期的な開発ビジョンを示し
た都市交通マスタープランの策定 

出典：JICA 各種資料 

1.4  他ドナーの援助動向 

道路分野における他のドナーによる主要な支援状況を以下に示す。主として、道路改修工事が主

なものであり、本プロジェクトのような道路維持管理機材の調達に関して、他ドナーとの重複はみ

られない。 
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表 1-3 主要他ドナーの支援動向 

 
対象道路 

延長（KM） 
整備内容 資金源 

COST  
(US$) 

状況 

NSELE~LUFIMI および
KWANGO-KENGE 間道
路改修計画 

94.6km およ
び 72.8km 

国道 1 号線の舗
装道路改修 

アフリカ開発
銀, RDC 

101,800,000 終了 

Liberation 通り改修計画 8.45km 
キンシャサ市内
の幹線道路改修 

ク エ ー ト 基
金、RDC 

15,462, 800 終了 

Pro-routes 計画 3,293km 
全国優先土道整
備・改修 

世銀、英国開
発庁、FONER 

248,200,000 現在実施中 

キンシャサ市内主要道路
改修計画 

12.7km 
キンシャサ市内
5 道路の舗装改
修 

アラブ開発基
金 

18,500,000 
2018 年度開
始 

出典：JICA 調査団 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

2. プロジェクトを取り巻く状況 
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2．プロジェクトを取り巻く状況 

2.1  プロジェクトの実施体制 

2.1.1  インフラ・公共事業・再建設省（MITPR） 

（1）概要 

インフラ・公共事業・再建設省（Ministère des Infrastructres, Travaux Publics et Reconstrucution、

以下「MITPR」）は、2015年 3 月 21日に公布された法令（Ordonnance présidentielle n° 15/015 ）

により設置が規定された。MITPRは、道路整備・維持管理の実施機関である OR および OVD の

監督機関となっている。MITPRの組織は図 2-1に示すとおり、大臣、次官の下に大きく 4部門（i）

道路監理、ii) 建築物監理、iii) 国土整備監理、iv) 総務）に分けられ、さらに各部門の中に局・室・

公社等が配置されている。また、4 部門とは別に、公共工事の品質監理を行う技術管理室、職員

研修センターが付属機関としてあり、また全国 11 州には関連部署が設けられている。MITPRは、

本プロジェクトの主管官庁である。 

 
出典：インフラユニット 
  

図 2-1 インフラ・公共事業・再建設省（MITPR）組織図 

（2）役割 

MITPR の主な役割は、以下のとおりである。 

・道路、港湾、空港、鉄道に係る設計、建設、近代化、開発、整備、維持管理、並びに、水力

発電、学校、衛生、観光、スポーツにおけるインフラプロジェクトに係る部門の省庁の代行 

・国有の排水施設、浸食対策に係る設計、建設、整備、維持管理 

・政府、海外ドナーの予算によるインフラプロジェクトの入札、契約監理 

・直営、民間発注業務の調査、工事の技術、財務監理 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務 

大臣官房 

インフラユニット 

次官 

土木局 

官公庁・公共建築

物局 
国土整備局 

ファシリティマネ

ジメント局 

道路公社 
(OR) 

道路排水公社 
(OVD) 

国会議事堂 

建築物監理 道路監理 

調査・整備・ 
都市計画局 

調査計画局 

行政(職員) 
運輸課 
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州事務所 
職員研修センター 

技術管理室 

国土整備監理 
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・専門知識の研究 

・建設技術の材料促進 

・コンサルタント、建設会社の登録 

・インフラ構造物と機械のデータ解析、インベントリー作成 

・建設に関する基準の策定 

・法的基準、建設に関する技術規定の適用制御 

・関連省庁と協調しての再建設方針策定 

・国有機材車庫の監理 

・国有燃料消費のモニタリング監理 

・機材などを含む国有財産の監理 

 

2.1.2  インフラユニット 

（1）概要 

インフラユニットは、MITPR 管轄下の技術者組織であり、2004年 3 月 26日に公布された省令

第 CAB/TPI/010/MN/FK03/2004により設置が規定され、さらに 2004年 10月 7 日に公布された省

令第 CAB/TPI/024/MN/FK03/2004により改編が行われた。インフラユニットは独自に予算・管理

運営し、主に基幹道路、道路網、公的建物、人材育成、機関支援を担当し、また国際社会の資金

協力によるプロジェクトの委託実施機関として MITPR を支援する役割を持つ。インフラユニット

の組織図は図 2-2 のとおりであり、調整官を中心とする調整部門の下に運営部門と専門部門の二

つの部門がある。運営部門は国道、市内道路、総務・財務課に分類され、専門部門は、契約、内

部監査、国際環境、GIS の四つの専門部門が設置されている。またインフラユニットは、アフリ

カ開発銀行（Banque Arficaine de Dévelopement：BAD）と太湖地域貿易促進プロジェクト（Projet de 

Facilitation du Commerce dans la Région des Grands Lacs：PFCGL）の二つの管理ユニットを有してい

る。 
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出典：インフラユニット 

図 2-2 インフラユニット組織図 

（2）役割 

インフラユニットの担当業務は次のとおりである。 

・監督官庁の代理、ドナーとの二国間協力、および他国間協力におけるインフラプロジェクト、

インフラ・公共事業・再建設省に関係する他プロジェクトにおける部門間の調整業務 

・海外ドナーに対する投資計画とプロジェクトの紹介 

・中長期セクター戦略の定義とモニタリングの実施 

・プロジェクトの技術、財務計画への寄与 

・公共事業と運輸分野における全プロジェクトに対する基金の再編成 

地域貿易促進プロジェクト(PFCGL)
管理ユニット 
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・公共機関（公共事業行政、道路公社、市内道路排水公社、都市計画公社）への再構築方針決

定 

2.1.3  道路・排水公社（OVD） 

（1）概要 

OVD は、「コ」国の主に州都内の道路管理を担当する政府機関である。OVD は、1971年に設

立され、1987年 9月 16日に制定された条例行政命令 No87-331 により都市内の排水管理業務が付

加された。また、2009年 3 月 12日に制定された政令 No 09/48により OVD は MITPR傘下の国営

企業（Entreprise Public）となった。さらに、2009年 12月 3 日に制定された政令 No09/48により

OVD の法人格が公的機関（Etablissement Public）へ変更され、その本部はキンシャサに設置され

た。 

 

出典：OVD Annual Report 2016 

図 2-3 OVD 組織図 

 

キンシャサ州事務所、およびその一組織であるブリガードの組織図を図 2-4と 2-5に示す。 
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出典：OVD  

図 2-4 OVD キンシャサ州事務所組織図 

 

 
出典：OVD  

図 2-5 OVD キンシャサ州ブリガード組織図 

（2）役割 

OVD の任務は次のとおりであり、都市計画で定められたプログラムによる道路・排水に関する

調査・設計・建設および施設の維持管理を実施している。 

・都市部の道路インフラおよび排水インフラの維持管理、近代化、開発の実施 

・都市圏の道路および排水施設について、既存の資金、機材、人材に適った工事を特定し、計

画し、実施または委託するために必要な、あらゆる調査の実施 

・道路に関連する委員会による提案、或は作成された計画に従った都市圏の道路および排水施
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設について、新設あるいは都市道路網の維持管理の実施または委託するために必要なあらゆ

る調査の実施 

・技術アドバイザーとして都市圏の都市計画策定に参加 

・介入を要請された都市圏に対する道路維持管理を実施 

（3) OVD 管轄維持管理対象道路 

キンシャサ市のOVD管理の道路延長3,371kmは、舗装区間約20%(686km）と未舗装区間約80%

（2685km）で構成されている。なお、下表のカテゴリーに分けられ管理されている。 

表 2-1 OVD 管轄道路区分 

  距離 状況 

① Primary 70km 
4 車線以上、舗装道路 
クラック、一部ポットホールくらいの区間もあれば、相当な損傷

区間もある。 

② Secondary 338km 
2 車線、舗装道路 
部分的に舗装は剥がれ、路盤も無い箇所もある 

③ Tertiary 278km 
2 車線、舗装道路 
昔舗装されていたが今は舗装が剥離している状況が多い 

④ Earth road 2685km 土道 

 

2.1.4  道路公社（OR） 

（1）概要 

ORは「コ」国の道路と公益事業の管理を担当する政府機関であり、道路については国内全土の

幹線道路網（国道と州道）の整備・維持管理を担当している。ORは、1971年 3月 26日に制定さ

れた条例行政命令 No.71-023に基づき国営会社として設立されたが、2009年 12月 3日に発効され

た政令 No.09/47により法的に経営の自治権が与えられた公的機関に変更となった。OR は、イン

フラ・公共事業・再建設大臣の監督下に置かれ、幹線道路に関する業務および契約業務を行って

いる。 
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出典：OR Annual Report 2015       

図 2-6 OR 組織図 

（2）役割 

ORの任務は次のとおりである。 

・ コ ン ゴ 民の 道 路 区分 と し て 1978 年 8 月 30 日 に 制 定 さ れた 条例 行 政 命 令

Ordinance-LawNo.078-335による国道、州道（1 級、2 級）における調査業務と維持管理、整

備、近代化、建設工事の実施 

・上述に示す道路上の道路構造物、フェリーにおける整備、建設、維持管理、近代化の実施 

・インフラ・公共事業・再建設大臣の要請に基づく、その他道路、土木構造物、フェリーに対

する整備、建設、維持管理、近代化の実施 

・国立試験研究所（Laboratoir National des Travaux Publics, LNTP）の運営管理の実施 

・幹線道路の整備・維持管理に関する国家計画、短期、中長期計画の骨格を策定 

（3) OR 管轄維持管理対象道路 

キンシャサ市内の中で、ORが管轄している道路維持管理対象道路は、国道として分類されてい

る国道 1 号線 65.7㎞、国道 43号線 25㎞、および州道 24㎞の合計 114.7㎞である。 

2.1.5  道路維持管理基金（FONER） 

（1）概要 

道路維持管理基金（Fonds National d’Entretien Routier: FONER）は、世界銀行の指導によりコン

ゴ民の道路維持管理資金を確保することを目的に 2008年に設立され、2009年から業務を行って

いる。FONERの組織は、図 2-7に示すとおり総裁を筆頭に副総裁、調整官、監査官の下に、本部

には i) 総務・法務局、ii) 財務局、iii) 技術局の 3局が設置され、49人の職員が配置されている。

一方、国内の 11州には州事務所が設置され、80人の職員が業務に従事している。FONERの本部

および州事務所を合わせた全職員数は 129人となる。 
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出典：FONER       

図 2-7 FONER 組織図 

（2）役割 

FONERの役割は、道路維持管理の資金を徴収し、対象道路の維持管理機関に配賦する。資金配

賦の対象道路は、ORの幹線道路、OVD の都市内道路、および農業局（Direction des Voies de Desserte 

Agriclole 、以下「DVDA」）の農村道路である。配賦される資金は、道路維持管理業務に使われ、

道路の新規建設や大規模な改修工事には使われない。 

2.1.6  財政・予算 

（1) インフラ・公共事業・再建設省（MITPR） 

インフラや公共事業部門のために 3つの財源を有している。すなわち、1）投資予算の一部とし

て国庫からの財源、2）海外ドナーからの二国間、および多国間投資、3）官民パートナーシップ

（PPP）である。表 2-2は、過去 5年の予算の推移を示す。公共事業に関する建設、改修費の予算

執行は、省全体の予算のうち 23～60％を占めている。 
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表 2-2 過去 5 年間における MITPR の予算の推移 
単位:千 USD 

 2012 2013 2014 2015 2016 

 要求額 執行額 要求額 執行額 要求額 執行額 要求額 執行額 要求額 執行額 

(1)省全体予算 682,741 96,564  1,177,752 71,448  247,766 100,748 541,340  215,373  480,637  95,894  

国庫からの

財源 
387,560 80,995 655,334 66,260 165,668 75,290 308,337 181,466 293,151 83,881 

外部からの

財源 
295,181 15,568  522,417 5,188  82,098  25,458  233,003 33,907  187,486 12,013  

(2)建設、改修

費の予算 
314,043 42,165  59,776  16,695  89,034  27,120  145,478 128,795 172,308 24,958  

比率(2)/(1) 46.0% 43.7% 5.1% 23.4% 35.9% 26.9% 26.9% 59.8% 35.8% 26.0% 

出典：インフラユニット 

（2) OVD 

OVD における財源は 3つの機関からによる。すなわち、中央政府、キンシャサ州、FONERで

ある。なお、「コ」国の予算実施年度は 1 月から 12月であり、国庫からの財源による予算は前年

の 10月までに確定される。OVD キンシャサ州事務所の予算の推移を下表に示す。 

表 2-3 過去 5 年間における OVD キンシャサ州事務所予算の推移 
単位:千 USD 

 2012 2013  2014 2015 2016 

財源 要求額 執行額 要求額 執行額 要求額 執行額 要求額 執行額 要求額 執行額 

中央政府 3,903 3,058 4,680 4,126 1,914 1,096 5,076 861 4,306 405 

ｷﾝｼｬｻ州 19,083 7,147 12,678 8,672 12,235 5,704 5,274 1,910 4,191 1,488 

FONER 3,914 3,889 7,846 6,756 17,394 10,854  11,110 7,227 17,579 13,883 

合計 26,900  14,094  25,204  19,554  31,543  17,654  21,460  9,998  26,076  15,776  

出典：インフラユニット 

OVD キンシャサ州事務所の財源である FONERによる道路維持管理予算は、2014年以降 61％

以上を占めており、FONERの財源は重要であることが伺える。 

（3) OR 

ORの財源においても中央政府、キンシャサ州、FONERである。2015年における ORの予算状

況を下表に占めす。ORにおいも FONERの予算配賦は、全体の 54%程度を占めている。 

表 2-4 OR の予算状況(2015 年） 
(単位：千 USD)   

財源 用途 要求額 執行額 
合計に対する 
執行額比率 

中央政府 公共投資 56,059  22,862  24.4% 

FONER 道路維持管理 59,364  51,329  54.8% 

その他 運営費等 20,897  19,421  20.8% 

合計  136,320  93,612  100% 

出典：Annual report 2015 (OR) 
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（4) FONER 

FONERの財源は、i)ガソリン・ディーゼル税（燃料 0.1 USD/リットル、油脂 0.25 USD/リット

ル）、ii)通行税、iii)重量税、iv)軸数、v)国家予算、vi)ドナー（有償）、vii)ドナー（無償）の 7種

類である。2017年 3月 13日から通行税を徴収開始し（North Kibuに 4 箇所設置）、5 ヶ月後の 2017

年 8 月からは、重量税も徴収を開始した。なお、重量規定については、2014年に改訂されている。

実質的な財源は、i）、ii）、iii）でしかない。また財源のうち 98%はガソリン・ディーゼル税、

2%は料金所からによる通行税である。 

表 2-5は、年度ごとのキンシャサ州と全国の FONER徴収金額を示す。各財源からの全体徴収額

は 2014 年に 1 億 1800 万 USD、2015 年に 1 億 2200 万 USD となり、2016 年は 2015年並の徴

収額になる見込みであり、毎年 1 億 2000 万 USD 程度の道路維持管理予算が確保できている。 

表 2-5 キンシャサ州と全国の FONER 徴収金額 

(単位：USD) 

 2014 2015 2016 *1 
キンシャサ州 49,291,896.54 45,917,236.00 35,709,912.35 
全国 118,802,867.94 122,731,763.67 92,844,027.93 
注 *1：2016 年 11 月 30 日までの累計額 
出典：インフラユニット 

FONER財源のうち 5％は、FONER運営資金、残りの 95％のうち 60％は国道維持管理（OR）

に配賦され、残り 40％は都市道路（OVD）、州道路（OR）、農道（DVDA）に配賦される。た

だし、40％の配賦率は固定ではないため、予算獲得上で問題になり、FONERとしては配賦率を規

定できないか検討中である。 

表 2-6は、FONER予算における道路維持管理実施機関への配賦状況である。ORと OVD におい

ては予算要求に対する執行状況は約 79％である。全国の道路維持管理費用とし、FONER の徴収

金額では賄えなえず、年間に必要な道路維持管理資金は 2 億 5000万 USDであると FONERより

コメントを受けている。 

表 2-6 道路維持管理機関への予算配賦状況（2016 年) 
(単位：USD) 

実施機関 
要求額 

(a) 
執行額 

(b) 
比率 

(b)/(a) 
OR 62,833,022.00 49,825,328.00 79.3% 
OVD 17,579,000.00 13,883,000.00 79.0% 
DVDA 4,657,579.00 320,000.00 6.9% 
州政府 48,736,960.00 16,553,331.00 34.0% 
FONER 342,421.00 342,421.00 100.0% 

小計 134,148,982.00 80,924,080.00 60.3% 
FONER 運営資金 6,412,758.00 5,030,000.00 78.4% 

合計 140,561,740.00 85,954,080.00 61.2% 

出典：インフラユニット 

2.1.7  コンゴ民主共和国における法規等 

(1)労働関連に係る法規 

労働に関連する法規として、労働法（法律 第 15/2002）がある。この法により、社会の安定化

を促進するとともに、労働者の基本的人権を擁護し、より開かれた企業活動が可能となる方策が
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求められている。 

(2)環境関連に係る法規 

「コ」国の環境保全にかかる基本法は、2011年 7月に発布された環境基本法（法律 第 11/009）

である。同法によれば、環境・自然保護・持続的開発省は、他の関係者と協力し、環境および持

続的開発に係る環境政策を実施するものとされている。そのうえで、環境に影響する各セクター

の政策調整を図ることが求められている。据え付け工事等を必要としない建設機械調達に関して

は、環境影響評価は必要としない。 

2.1.8  既存施設・機材 

（1）保有機材の稼働状況と課題 

1) 保有機材の状況 

OVD は、2017年 7 月現在で 104台の道路維持管理機材を保有しており、その 104台は稼働中、

および修理中と分類している。104 台については、建設機械やトラック、軽車両などのカテゴリ

ーに分類された。104台のうち 2010年前後に配置された中国製建設機械やトラック類の多くは修

理中であり、実際は現地代理店から部品入手が困難であるとともに、マニュアル類が配備されて

いないため、修理することが困難である。OVD キンシャサ支局の保有機材の稼働状況は、表 2-7

のとおりである。 

表 2-7 OVD キンシャサ支局の道路維持管理機材の分類（2017 年 7 月） 

 稼働中 修理中 計 備考 

建設機械類 15(71%) 6(29%) 21 建設機械類とト
ラック類の合計
は 50 台 

トラック類 18(62%) 11(38%) 29 

整備機器類 13(76%) 4(24%) 17 

軽車両類 31(84%) 6(16%) 37 

計 77(74%) 27(26%) 104 

出典：JICA 調査団 

軽車両類はピックアップトラック、乗用車、ミニバスとし、重機類に比べると稼働中の割合が

多い。その理由は、軽車両類の場合、部品が入手しやすいことや重機類に比べ修理が容易なこと

などが考えられる。 

OVD が保有する機材 104台のうち 49台の機材について機材の状況調査を実施した。重機類に

ついては 1 台ずつ、軽車両類については台数が多いため機種ごとに 1 台ずつ機材の現状を確認し

た。確認結果を表 2-8に示す（別添に写真番号対応の写真を示す）。 

表 2-8 重機類、軽車両類の点検結果（2017 年 7 月 14 日現在） 

N

o 
機材名 メーカ 製造国 モデル 

調達

年 

稼働 

時間 

状況 

コメント 
写

真 稼

働 

故

障 

1 ブルドーザ 
John 

Deere 
中国 850J 2007 547H     

ストレートドーザ 

マルチシャンクﾘｯﾊﾟ 

キャノピ、燃料ポンプ修

理履歴あり 

1 
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N

o 
機材名 メーカ 製造国 モデル 

調達

年 

稼働 

時間 

状況 

コメント 
写

真 稼

働 

故

障 

2 
モーターグレ

ーダ 

John 

Deere 
中国 670G 2012 4,302H     

3.7m ブレード、 

マルチシャンクリッパ 

スカリファイアェス, 

 キャブ、エアコン故障中 

2 

3 
モーターグレ

ーダ 

John 

Deere 
中国 670G 2012 4,477H     2 と同様 3 

4 

アスファルト 

フィニッシャ

ー 

Bitelli イタリア BB760 2005      

油圧システム故障中 

現地代理店 Tractafric 修

理不可 

175HP クラス、ホイール

式を要望 

4 

5 
ホイールロー

ダ 
山東臨工 中国 LG956L 2012      

7 月 13 日に走行系故障 

DEM に修理依頼予定 
5 

6 
ホイールロー

ダ 
山東臨工 中国 LG956L 2012      エンジン故障、修理不可 6 

7 
バックホーロ

ーダ 
山東臨工 中国 LGB680 2012 1,759H     

前方作業機 1.0cu.m. 

後方作業機 0.3cu.m. 

油圧システムの故障頻発 

7 

8 
バックホーロ

ーダ 
山東臨工 中国 LDG680 2010      

エンジン故障のため

2014年から休車中。DEM

が修理できない。 

8 

9 振動ローラ 山東臨工 中国 LGS820 2010      

運転重量 20 トン 

35/28Hz、2000rpm、

360/280KN、132kW 

9 

10 振動ローラ 山東臨工 中国 LGS820 2010      9 と同様 10 

11 
3 軸タンデム

ローラ 
山東臨工 中国 

LGR818

21 
2011        11 

12 タイヤローラ HAMM ドイツ GRW10 2007        12 

13 農用トラクタ 
John 

Deere 
中国 5503 2011 3,605H     

（コンプレッサ牽引中で

あった） 
13 

14 農用トラクタ 
John 

Deere 
中国 5503 2011      

燃料噴射ポンプ故障 

代理店 DEM は修理部品

を供給できない 

14 

15 農用トラクタ 
John 

Deere 
中国 5503 2011 3,121H       15 

16 油圧ショベル 日立建機 オランダ 
ZX250L

C-3 
2011 6,544H     ブレーカ仕様車 16 

17 
ホイールエク

スカベータ 
日立建機 日本 

ZAXIS14

0W 
  5,210H     

ブレード、 

リアアウトリガ付き 
17 

18 
コンクリート

ミキサ 
MERLO イタリア 

DBM250

0EV 
2011      

エンジン故障。代理店

DEM 

修理部品供給できない 

18 

19 
コンクリート

ミキサ 
MERLO イタリア 

DBM250

0EV 
2011      

エンジン故障。代理店

DEM は修理部品供給で

きない 

19 

20 
コンクリート

ミキサ 
MERLO イタリア 

DBM250

0EV 
2011        31 

21 
ダンプトラッ

ク 
Iveco イタリア 

Eurotrak

ker 
2009      積載重量 25 トン 20 

22 カーゴトラッ CNHTC 中国 STW10          21 
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N

o 
機材名 メーカ 製造国 モデル 

調達

年 

稼働 

時間 

状況 

コメント 
写

真 稼

働 

故

障 

ク 

23 散水車 CNHTC 中国 STW10        容量 18   22 

24 
ダンプトラッ

ク 
CNHTC 中国 STW10 2011      エンジン故障 23 

25 
ダンプトラッ

ク 
JAC 中国   2013      転倒による故障 24 

26 汚泥吸引車 三菱 日本   1988      
ポンプ関係はモリタテク

ノス 
25 

27 

アスファルト 

ディストリビ

ュータ 

Renault フランス   2009      
作業機は Rincheval 

(Fayat Group)製 
26 

28 

アスファルト 

ディストリビ

ュータ 

Renault フランス   2009      アスファルト加熱機故障 27 

29 燃料トラック Sinotruk 中国 STW10 2011      

走行装置故障、 

燃料トラックは必須項目

ではない 

28 

30 
クレーン付き

トラック 
Sinotruk 中国 STW10 2011        29 

31 
クレーン付き

トラック 
Sinotruk 中国 STW10 2011      エンジン故障 30 

32 
低床トレーラ

ー用ヘッド 
Sinotruk 中国 STW10 2011      ブレーキ系統故障 32 

33 トレーラー   中国   2011      ブレーキ系統故障 33 

34 散水車 CNHTC 中国   2011      ブレーキ系統故障 34 

35 移動工作車 Sinotruk 中国          ミニ旋盤など搭載 35 

36 コンプレッサ Comp-Air 英国 
C38 

DLT0407 
2011      

空圧系統故障。 

代理店 DEM 修理できな

い 

36 

37 洗車機 KAMCO 日本 BHW-040 1989      水系統故障 37 

38 タイヤ交換機 GS              38 

39 コンプレッサ Michlin   YL904          39 

40 発電機                40 

41 発電機 山東臨工              41 

42 振動プレート Bomag 中国            42 

43 
農用トラクタ

用トレーラー 
               43 

44 吸水ポンプ Kipo 英国            44 

45 
アスファルト

溶解炉 
Massenza              45 

46 
ピックアップ

トラック 
               46 

47 
ピックアップ

トラック 
               47 

48 乗用車                48 

49 マイクロバス                49 

出典：JICA 調査団 

調査の結果、中国製の建設機械やトラック類（以下重機）は 27台であった。中国製重機は、調

達後 7 年前後にもかかわらず、稼働可能なものは 16 台しかない。なお、OVD の保有機材リスト
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にある 104台のうち、中国製重機の占める割合は以下に示すのように大きい。 

建設機械類  14台／21台(67%) 

トラック類  19台／29台(66%) 

OVD の保有する中国製重機が故障した場合、現地代理店はなく、部品が入手できないことに加

えマニュアルもないことから、修理が困難になることが想定される。その結果、機材不足のため、

OVD はキンシャサ市の道路維持管理という役割を果たせなくなることは十分予測できる。 

OVD が管轄するキンシャサ市内の舗装道路総延長 686kmに対し、主に幹線道路を維持する OR

の管轄するキンシャサ市内の管理延長はその 6 分の 1 にあたる 114.7kmである。また、ORは定期

維持作業を民間業者に委託し、ポットホール対策などの日常整備作業は直営で実施している状況

にある。 

2) 主要な機材故障 

OVD が保有する機材の稼働状況は、表 2-8のとおりである。OVD が保有するアスファルトフィ

ニッシャーは故障中であり、加えて保有している 2 台のアスファルト乳剤散布機も 1 台が故障し

ている。 

このように主要機材が稼働できない状況により、舗装作業実施時にはその都度アスファルトフ

ィニッシャーや、タンデムローラなどを民間の土木業者からレンタルしている。 

  

レンタル中の舗装用アスファルトフィニッシャーとタンデムローラ 

（2）機材整備の現況 

キンシャサ空港の近くにある道路建設工事箇所で油圧ショベルのオペレーターに聴取したとこ

ろ、機械に稼働台帳を保管し、毎日の稼働時間や燃料補給量、および 500時間ごとのオイル交換

量を記入していることを確認した。 
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日立建機製 ZAXIS250 の稼働台帳 稼働時間、油脂補給量などの記載状況 

OVD を訪問中、表 2-8に記載している NO.5の中国製ホイールローダは走行不能となり、スト

ックヤードに戻されていた。変速機用油圧ポンプから油漏れがみつかり、このポンプを交換する

作業をしていた。エンジンのピストンリング交換作業も作業台を使われておらず、全般に作業に

使う工具類は決して満足するレベルではない。 

  

ホイールローダの作業 ピストンの修理 

軽車両のみならず重機類のエンジンもオーバーホールが可能であるとのことで、修理技術は保

有している部品が入手できるかどうかが機材整備のポイントになる。 

部品については、カーデックスを使った入出庫管理をしており、保管庫にも過去に納入された

消耗部品が整然と保管されていることを確認した。ただし、部品保管庫の広さは決して十分とは

いえず、不要部品の整理、あるいは拡張することが望ましい。 

  

カーデックスの例 モーターグレーダの部品 
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（3）道路維持管理機材の活用状況 

日立建機製の油圧ショベルによる土砂をダンプトラックへ積込む作業を視察したところ、1 サ

イクルあたり約 15秒と日本の作業レベルと遜色ない。OVD作業員の運転技量は十分できている。

また、OVD で修理可能なものについては OVD で実施し、その機材を使用してキンシャサ市内道

路の維持管理に努めていることを確認された。 

  

キンシャサ空港近くの道路建設現場 道路建設現場のブルドーザ 

2.1.9  機材維持管理の現況と課題 

（1）機材のバックアップ 

重機類は、マニュアル類の不備や部品困難な中国製が多く、また稼働率は低い。導入されるべ

き機材は、現地に代理店があり、技術支援や部品調達でメーカーの支援を得られる機材が望まれ

る。 

（2）機材置き場 

OVD のキンシャサブリガードには、本来スクラップされるべき機材が何台も残り、コンテナが

雑然と積み上げられているなど、整理は行き届いていない。OVD 内部だけでは限界もあると考え

られ、整理の行き届いた OR、あるいは 5S（整理・整頓・清掃・清潔・躾）活動を推進している

フランス西アフリカ会社（Compagnie Française de l'Afrique Occidentale 、以下「CFAO」）など民間

の協力を得るなどして機材置き場を整備することが必要である。 

（3）整備庫 

ワークショップに照明施設がない、あるいは工具類が整備されていないなど機材の整備を行う

ためには現状では不十分である。機材置き場と同様に 5S活動の推進を行うなどの対策が望まれる。 

（4）部品庫 

部品庫は、カーデックスを用いて部品管理を行っているが、照明施設の整備、不要部品の片づ

けをする必要がある。今後、機材調達が行われれば、同時に出荷される予定の消耗部品を収納す

るスペースが必要になり、現状の部品庫を整理する必要があると考える。 

2.1.10  機材運営維持管理体制 

（1） OVD の機材運営維持体制 

キンシャサ市内道路の維持管理は、キンシャサ支局が担当している。以下に、キンシャサ支局

の組織概要を示す。 
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 出典：OVD 

図 2-8 OVD キンシャサ支局の組織概要図 

現有機材の維持管理に直接関係する部署は、支局内に配置されている機械管理局内の機材維持

管理部、および現場レベルで配属される技術局内のブリガード部の機材管理課である。修理・点

検は、これら 2 つの部局に属する機械工により実施されている。キンシャサ支局常勤の職員は 182

名おり、ブリガード部に属する職員は 97名、機械管理局内の機材維持管理部職員は 13名を有す

る。実際の機械修理・点検を担当する機械工（内、機械監理技師 2 名も含む）は、ブリガード部

所属の 31名を数え、経験年数 10年未満は 11名、10年以上は 20名が在籍し、比較的経験を積ん

でいる。 

また、ブリガード部には機材運転手 55名も含まれる。これら運転手は、一つの機材に専属され

ているわけではなく、多種類の機材運転ができる。 

機材の点検・維持管理計画は、下表の頻度を基本としている。メーカーの提供するマニュアル

を参考にして点検整備を実施しており、今後もこの方針は堅持される。 

表 2-9 点検およびメンテナンス頻度 

① 定期的点検整備 頻度 

重機 2 ヶ月に一回 

カーゴトラック 2 ヶ月に一回 

ダンプトラック 1 ヶ月に一回 

連絡車 1 ヶ月に一回 

② タイヤの交換 頻度 

重機 2 年に一回 

カーゴトラック 2 年に一回 

ダンプトラック 1 年に一回 

連絡車 2 年に一回 

③フィルターなどの交換 時間毎の交換と距離毎の交換に区別して実施   

出典：JICA 調査団 

さらに、OVD は人材育成の基本施策を策定しており、特に予防保全とマニュアルに添った定期

的維持管理の重要性を認識している。これらの方針に従い、OVD は国立職業訓練所（Institut 

National de Péparation Professionnelle：INPP）との協働によるレベルアップを計画している。今後

は整備された道路維持管理機材を適切に運営・維持管理するために、より具体的な育成計画が必

要である。 

OVDキンシャサ支局長

総務・財務局技術局 機械管理局

市内道路課 施設・環境課 機材管理課 総務・財務課

計画・調査部
他4つの課 ブリガード部

機材維持管
理部

支援部
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補修機械については、分解修理を行う道具は最小限揃っているが、旋盤等の大掛かりな工作機

械は無い。 

  

タンパーの分解修理 簡易クレーンを利用した修理 

 

（2）OR の機材運営維持体制 

キンシャサ市内を通過する国道、および近隣州をつなぐ州道は、ORキンシャサ支局により管理

されている。OR キンシャサ支局は、OVD キンシャサ支局とほぼ隣り合わせる位置にある。支局

内には、ルムンバ交差点より西の工事を管理するブリガード 901、東の工事を管理するブリード

902が同じ敷地内に配属されている。また、ORキンシャサ支局管理下にあるワークショップ（ブ

リガード901/902とは別の場所にある）は、全国の国道を管理するORセントラル機材総局にある。

以下に、それぞれのユニットにおける機材維持運営にかかわる陣容を示す。 

 

出典：JICA 調査団 
図 2-9 OR ブリガード管理区分図 

表 2-10 OR 機械工、オペレーター人数 

 

 

出典：JICA 調査団 

この中で、特に注目すべき点は、機械工 35名中 11 名が大学レベルの教育を受け、機械工とし

て 3 年～5年の経験を有しており、学識と経験を兼ね備えた人材が育成途上にある。 

補修機械について、901/902ブリガードでは分解修理を行う道具は揃っているが、大掛かりな工

作機械は無い。しかし、ORセントラル機材総局ワークショップ内には、大掛かりな工作機械を有

 機械工 オペレーター 

OR キンシャサ支局ブリガード 901 7 13 

OR キンシャサ支局ブリガード 902 10 19 

OR セントラル機材総局内ワークショップ 18 ― 

総数 35 32 

ルムンバ交差点 

ブリガード 901 管理 ブリガード 902 管理 

OR セントラル機材総局 

内ワークショップ 

OR キンシャサ支局 

OVD キンシャサ支局 
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し修理は可能である。 

  

901/902 ブリガード内でのエンジン分解

修理 

OR セントラル機材総局ワークショップ

内の旋盤 

 

2.1.11  免税措置 

「コ」国内で課せられる税金の中で、本協力における免税処置に関する、①機材の輸入に課さ

れる税金や諸費用、②付加価値税(VAT 等)について以下に示す。 

（1）免税手続き 

相手国側と協議した結果、以下のフォローに示す手続きが必要になる。 

 

出典：JICA 調査団 
図 2-10 免税手続きのフォロー図 

（2）諸手続きに考慮すべきポイント 

上記免税手続きに伴う諸元を以下に示す。下記、手続きを始める前に、税務番号を税関総局よ

 (申請)  (申請)  (申請)

インフラユニット インフラユニット インフラユニット

日本企業

輸入品緊急取引許可 免税許可 OCC検査費用免除許可

関税総局 財務省税務室
インフラ・公共事業・

復興省

マタディ港 財務省
官房

国庫担当局
財務省

ンジリ空港

財務省税務室 商業・経済省

インフラユニット コンゴ検査局

日本企業
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り取得する必要がある。本来、免税許可（免税タイトル）を取得すれば、関税および付加価値税

は免税となるが、取得に時間がかかるため、緊急に輸入品を引き取る便法が確立している。ただ

し、コンゴ検査局（Office Congolais de Contrôle, OCC）による品質検査が必須であり、これらに係

る検査料は、G/A に記載されている国内諸費用として、相手国負担とする条項を根拠に免除申請

する。 

表 2-11 免税手続きに伴う諸元 

免税／免除許可の種類 税率（諸費用） 所要期間 申請書類 備考 

輸入品緊急取引許可
*1 - 0.5 ヶ月 *PL*BL*INVOICE*IT/IC

申請書*原産国証明*FERI 
 

免税許可：関税および 
付加価値税

*1 
関税：関税定率に
よる税率 
 
付加価値税：16% 

 
6 ヶ月程度 

*PL*BL*INVOICE*IT/IC
申請書*財務大臣からの
手紙*緊急取引許可証 

 
免税タイ
トル発行 

OCC 検査費用免除許可
*2 CIF*3

の 4% 
 
二国間協力の場
合は CIF の 2% 

1 ヶ月 *PL*BL*INVOICE*  
商業・経済大臣より OCC
宛手紙*緊急引取許可証
＊財務大臣から商業・経
済省宛て手紙 

本プロジェ

クトでは二

国間協力の

ため CIF の

2%である。 
PL：パッキングリスト BL：船積書類 INVOICE：送り状 IT/IC：関税申告 FERI：輸入情報電子票 

出典：*1 省令 No.076 CAB/MIN/FINANCE/2012 du 13 janvier 2012 
       *2 OCC 輸入検査部課長からのヒアリング結果により 
       *3 CIF(Cost Insurance and Freight)：輸送保険料および運賃（輸送費）込みの荷揚港渡しの資機材価格 

（3）本協力の枠外における税金 

上述の諸税・諸費用に加えて、課せられる税金は下表のとおりである。G/A の条項をもとに本

協力案件では適用外となる。ただし、過去の「キンシャサ市ポワ・ルー通り補修及び改修計画」

案件では、税務当局より税金（法人税、所得税）支払い督促を受けることがあったため、留意が

必要である。 

表 2-12 その他税金かかる税率 

税金（諸費用）の種類 税率（諸費用） 

法人の利益にかかる税金（法人税）
*1 売上高の 10% 

個人の所得にかかる税金（所得税）
*2 基本給の 10% 

その他費用  失業保険 
       社会保険 
       雇用保険 

基本給の 3.0% 
基本給の 8.5% 
基本給の 0.2% 

出典：*1 「コ」国税金法 ARRETE DEPARTEMENTAL BCE/ENI/083/78 
      *2 「コ」国税金法 ORDONNANCE LOI 69-009 

 

2.2  プロジェクトサイトおよび周辺状況 

2.2.1  関連インフラの整備状況 

本プロジェクトの対象範囲であるキンシャサ市の舗装道路は、OVD（延長 686km）、および OR

（延長 114.7km）が管理している。 

舗装道路の約 86％を OVD が管理しており、2.1.3（3）に示す①Primary、②Secondary、③Tertiary

のカテゴリーで構成されている。この 3 つのカテゴリーの道路はすべて舗装道路、もしくは過去

に舗装されていた道路であり、キンシャサ市中心部に位置している。これに対し、ORは幹線道路

である国道と州道を管理している。 
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出典：キンシャサ市都市交通マスタープラン策定計画 

図 2-11 キンシャサ市道路網 

Primary 道路は、主として中国の支援により改修がなされ、全線アスファルト舗装されている。

Secondary道路の舗装状況は損傷箇所が多く、ほとんど早期補修を必要としており、Tertiary 道路

は、ほとんどが土道になっている。 

2017年 8月 23日付の OVD からの資料によると、健全と判断されるアスファルト舗装道路割合

は、Primary道路で 50%、Secondary道路で 30%、Tertiary道路で 10％しかなくキンシャサ市内の

舗装道路は補修の必要な状況にある。 

 

 

 

 

 

 

Primary 道路状況 Secondary 道路状況 Tertiary 道路状況 

 

2.2.2  自然条件 

（1）コンゴ民主共和国全土 

「コ」国は、コンゴ共和国・中央アフリカ共和国・南スーダン・ウガンダ・ルワンダ・ブルン
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ジ・タンザニア・ザンビア・アンゴラの 9 カ国に囲まれ、その国土面積は、235万 km2で人口 7,874

万人（2016 年外務省データ）である。また、①中央部の大盆地（主に熱帯雨林）、②大西洋岸の

平地、③北部・北東部・南部の大地（主にサバンナ）、④東部・南東部の山岳地の主に 4 の地勢に

大別される。 

「コ」国は、全土が熱帯性の気候に属するが、標高や地域によって差がある。西海岸側はサバ

ンナ気候、東側は乾季の無い熱帯雨林気候に属する。年間平均降雨量は 1,590mmで、年間平均気

温は 25℃前後で年間を通じ変動は少ない。 
 

（2）キンシャサ市 

キンシャサ市は、コンゴ河の河口より 700km上流に位置し、標高 300mから 500mの範囲にあ

る。同市の面積は約 1万 km2 (「コ」国全体の 0.4%) で、人口は 1,159万人(2015年)、人口密度は

約 1,000人/km2を超えている。地形的にみると、北部はコンゴ河沿いの平地、西部と南部は他州

との州界に沿って丘陵地となっている。ンジリ国際空港から市街地東端にかけては、平地あるい

はなだらかな丘陵地が開けている。 

 

 

 

 

 

 

出典：Climate Change Knowlwdge Portal, World Bank Groupe 

図 2-12 1991 年から 2015 年までのキンシャサ市での気温、降水量の月平均 

 

2.2.3  環境社会配慮 

本プロジェクトは、JICA環境社会配慮ガイドライン上、環境への望ましくない影響は最小限であ

ると判断されるため、JICA環境社会配慮カテゴリー「C」に位置付けられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. プロジェクトの内容 
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3．プロジェクトの内容 

3.1  プロジェクトの概要 

3.1.1  上位目標とプロジェクトの目標 

「コ」国政府は第二次成長・貧困削減戦略文書、および政府 5 ヵ年行動計画において、大統領

は運輸インフラ整備・改修を最優先課題に掲げており、「コ」国の道路状況は劣悪であることから、

政府は国家計画の中で道路維持管理を優先政策としている。 

本プロジェクトは、上位計画に沿った協力となる。この戦略に対応するために FONERは、2009

年より活動を開始し、道路維持管理活動の資金源となった。一方、実施組織体制として、MITPR

内の OVD、および ORは公社機能を持ち、道路維持管理業務に取り組んでいる。 

3.1.2  プロジェクトの概要 

本プロジェクトは、上記目標を達成させるために、OVD および ORの状況を踏まえた道路維持管

理機材の整備を行うこととしている。これにより対象地域の舗装道路を健全な状態に維持管理する

ことが期待される。 

 

3.2  協力対象事業の概略設計 

3.2.1  設計方針 

3.2.1.1  基本方針 

「コ」国資金やドナーの資金を用いてキンシャサ市内は道路の舗装化が進んでおり、「コ」国全

体の舗装率は 2005年の 2.0％から 13.7％まで上昇している。道路を健全な状態に維持するために

も道路維持管理機材の整備は重要である。 

本プロジェクトにより整備される機材は、維持管理水準を達成するために必要な大規模補修を

実施する目的とした「定期維持管理機材」と、ポットホールやシーリング補修などを実施する目

的とした「日常整備作業用機材」である。これらの機材は、「コ」国の主に州都内の道路整備・維

持管理を担当する OVD と、国内全土の幹線道路網（国道と州道）の整備・維持管理を担当する

OR がキンシャサ市内の道路を維持管理するために使用される。そのため、定期維持管理機材を

OVD に、日常整備作業用機材を OVD および ORに整備するとともに、ロードメインテナンスト

ラック、道路ラインマーカーなどユーティリティ機材は、OVD および ORに整備する。なお、定

期維持管理業務を民間発注している ORには、定期維持管理機材を整備しない方針とする。 

整備機材について、優先度、予算の都合等を考慮して下記の 3 案を提案し、整備機材数を確定

した。 

第 1 案：良好な路面状態で利用者に提供されるよう的確に道路が維持管理され、舗装の長寿

命化とライフサイクルコストの低減を図る予防保全が実現される望ましい管理水準

を達成するのに必要と考える数量編成とする案。 

※アスファルトフィニッシャー工法の維持管理を 5 年周期、DBST 工法を採用した

維持管理を 3年周期としたものである。 

第2案：「コ」国の現状維持管理水準を最低限維持するために必要と考える数量編成とする案。 

※アスファルトフィニッシャー工法および DBST工法を採用した維持管理の頻度を
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1/2 にしたものである。この場合、定期維持管理作業に要するフリート数は第 1 案の

半分になる。一方、日常整備作業に必要な台数やユーティリティの必要台数は変わら

ない。 

第 3案：幹線道路区間（1級道路）については第 1案と同様に望ましい管理水準が達成される

が、その他の区間については現在の管理水準を最低限達成できることが必要と考え

た案。 

※日常整備作業に必要な台数やユーティリティの必要台数は変わらない。 

第 1案から第 3案における必要な機材種類と台数を表 3-1に示す。 

表 3-1 必要な整備機材数 

 機材名 

必要整備機材数 

第 1 案 第 2 案 第 3 案 

OVD OR OVD OR OVD OR 

1 ロードスタビライザー 4  2  3  

2 ブルドーザ 6  3  4  

3 モーターグレーダ 6  3  4  

4-1 コンバインドローラ 6  3  4  

4-2 タンデムローラ 6  3  4  

5 油圧ショベル 6  3  4  

6 ホイールエクスカベータ 6  3  4  

7 散水車 6  3  4  

8 アスファルトフィニッシャー 4  2  3  

9 アスファルトディストリビュータ 6  3  4  

10 タイヤローラ 6  3  4  

11 ダンプトラック 18  9  12  

12 ピックアップトラック 6 1 3 1 4 1 

13 アスファルトカッター 4 1 4 1 4 1 

14 振動コンパクタ― 4 1 4 1 4 1 

15 ハンドブレーカ 4 1 4 1 4 1 

16 エアーコンプレッサ 4 1 4 1 4 1 

17 アスファルトスプレイヤー 4 1 4 1 4 1 

18 ハンドガイドローラ 4 1 4 1 4 1 

19 
移動式アスファルト・ミキシン
グ・プラント 

1 1 1 1 1 1 

20 トレーラヘッドとトレーラー 1  1  1  

21 ロードメインテナンストラック 1 1 1 1 1 1 

22 道路ラインマーカー 1 1 1 1 1 1 

23 カーゴトラック（クレーン付） 1 1 1 1 1 1 

24 移動工作車 1  1  1  

25 ホイールローダ 1  1  1  

26 バックホーローダ 2  1  1  

27-1 汚泥吸引車 1  1  1  

27-2 高圧洗浄車 1  1  1  
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 機材名 

必要整備機材数 

第 1 案 第 2 案 第 3 案 

OVD OR OVD OR OVD OR 

28 維持管理用修理機材  1  1  1 

Total 133 89 104 

出典：JICA 調査団 

本プロジェクトでは、上記 3 案のうち第 2 案を選定する。その理由を以下に示す。 

① OVD の保有機材は、「2.1.8 既存施設・機材」の表 2-7で示したように全体で 104台、そ

のうち建設機械類とトラック類の合計は 50台である。そのうち 33台は中国製機材であ

り、2010 年前後に調達されたにもかかわらず故障率が高く稼働していない状況にある。

これはマニュアルの不備や部品調達が困難なことから修理が難しいためである。このよ

うな状況から、2020年ごろには稼働中のすべての機材の更新が必要であると判断される。

以上より、現有の建設機械類とトラック類の合計 50台とほぼ同じ台数となる第 2案（建

設機械類とトラック類の合計 51台）が維持管理の観点から最適と判断した。 

② OVD キンシャサ支局には現在、機械の修理・点検を担当する機械工 31 名、機材運転手

55 名が在籍し、保有機材を運営維持管理している。したがって、保有機材 50 台を大き

く超えて整備することになる第 1 案と第 3 案では、新たな人材雇用や施設規模の拡大が

必要になる。そのため、現状の運営維持管理体制で運用可能な第 2案が最適と判断した。 

なお、本プロジェクトにて整備する機材は、現地代理店があることを原則とするため、技術的

支援や部品の調達といったサポートが得られ、継続的に機械を稼働することが期待できる。そ

の結果、適切な定期維持管理作業、ならびに日常整備作業が実施されることにより、道路維持

管理水準を向上させることが可能となる。 

3.2.1.2  自然環境条件に対する方針 

キンシャサ市は、コンゴ川の河口より 700km上流に位置し、標高 300mから 500mの範囲にある。

また、年平均気温は約 25℃、年間降水量は 1,300 mm前後である。雨季と乾季の差が明瞭なサバ

ンナ気候に分類される。そのため、熱帯地および高地仕様を織り込むことは不要である。 

3.2.1.3  運営・維持管理に対する方針 

本プロジェクトで整備される機材は、OVD、OR ともに現有機材の更新となるため機材運転手

の増員は不要であり、現在以上の運営・維持管理体制は必要ないと判断される。OVD には修理に

必要とされる移動工作車を配置する計画であり、工作車に収納される修理工具は溶接や旋盤など

の一般的なものである。また、ORにも同様の修理工具が整備されることにより、ORの技術者に

よる修理が可能となる。なお、機材更新に伴う必要な操作維持管理方法については、機材メーカ

ーによる初期指導を実施する。 

3.2.1.4  交換・消耗部品の調達に係る方針 

運転初期に必要となる定期交換部品、消耗部品等を中心に調達し、整備機材の稼働率向上を図

る。本計画では、通常の機材補償である 1 年間分の稼働（重機 2,000時間、車両 10,000km）を対

象とした予備部品の調達を検討する。それ以降は「コ」国側が各メーカー代理店を経由して予備
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部品の調達を可能とする機材選定を行う。 

3.2.1.5  機材のグレードの設定に係る方針 

実施機関が行う道路維持管理作業に使用する調達機材は、特殊な機材を含まず、一般的な道路

土工用、および舗装用の機材を主とする。よって、スペアパーツの入手が容易でアフターサービ

ス体制に問題の少ない標準的なグレードとする。 

3.2.1.6  機材の基本仕様 

本プロジェクトにより調達される道路維持管理機材は、OVD および ORの現状の技能を考慮し、

既存機材に類似した仕様と、現地での普及度を考慮し決定する。 

3.2.1.7  調達方法、工期に係る方針 

（1）分割発注（ロット分け）の検討 

本プロジェクトによる調達予定機材の総額は、無償資金協力の機材案件としては比較的規模が大

きいため、ロット分けする。ロット分けについては、応札業者の競争性、および応札意欲を保つこ

と、また、ユーザーとなる OVD および OR が受けるアフターサービスの利便性を考慮し、同種の

機材についてはメーカーや、現地代理店が同一となるよう同じロットに含める。本プロジェクトに

おいては、重機類は A ロット、車輌類は B ロット、補助機材類は Cロットの 3ロットで計画する。 

（2）工期に係る方針 

本邦メーカーの生産能力に鑑み、各機材の発注から制作・出荷前検査までの製造納期は、3～10

ヶ月程度と幅がある。したがって、本調達計画では、機材の引き渡し時期が同時期になるように機

材全体の納期を約 10ヶ月と想定し、調達監理の効率化を図る。 

3.2.1.8  調達国に係る方針 

現在 OVD が保有している建設機材の多くは中国製であり、取扱説明書やスペアパーツリストは

不備な状態で納品され、故障中の機材の修理部品を現地代理店から供給できない状況にある。 

本プロジェクトでは、スペアパーツの入手が容易で、アフターサービス体制に問題はない本邦

メーカー製の調達を中心に検討する。なお、日本製品は存在しない、若しくは製作メーカー数が

限られている場合は、海外生産の日本メーカー製や日本製と同等の品質が確保できる第三国での

調達とする。 

3.2.2  基本計画（機材計画） 

3.2.2.1  全体計画 

定期維持管理機材を OVD に、日常整備作業用機材を OVD および ORに整備するとともに、ロ

ードメインテナンストラック、道路ラインマーカーなどのユーティリティ機材を OVD および OR

に整備する。定期維持管理業務を民間発注している ORには、その機材を整備しない方針とする。 

定期維持管理機材は、大きく二つの工法に分けて考える。一つはアスファルトフィニッシャー

を使ったアスファルトフィニッシャー工法で、車線幅の広い、あるいは幹線道路である OVD の

管轄する 1級、2級道路に用いられる。 
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図 3-1 アスファルトフィニッシャー工法の代表的機材 

もう一つの工法は、DBST工法であり、OVD 管轄 3級道路に使われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-2 DBST 工法の代表的機材 

 

アスファルト撤去 

油圧ショベル 

路盤改良 転圧 

敷均し 転圧 瀝青材散布 

アスファルト舗装 

ロードスタビライザー タイヤローラ 

モーターグレーダ コンバインドローラ ｱｽﾌｧﾙﾄﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ 

ダンプトラック 
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ- 

ダンプトラック 

タンデムローラ タイヤローラ 

散水車 

アスファルト撤去 

油圧ショベル 

敷均し 

砕石散布 

散水車 モーターグレーダ 

ｱｽﾌｧﾙﾄﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ 
ダンプトラック タンデムローラ 

転圧 

タイヤローラ 

瀝青材散布 転圧 

瀝青材散布 砕石散布 

タンデムローラ ダンプトラック ｱｽﾌｧﾙﾄﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ 

転圧 

バックホーローダ 
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一方、日常整備作業用機材は、ポットホールやクラックといった道路の突発的不具合に対応し

た維持管理を行うためのものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-3 日常整備作業用の代表的機材 

さらに、トレーラヘッドとトレーラー、ピックアップ、道路ラインマーカー車などユーティリ

ティ機材は、OVD および ORに整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-4 ユーティリティ代表的機材 

切削・破砕 

エアーコンプレッサ 

＋ハンドブレーカ 

アスファルトカッター 
アスファルトスプレイヤー 

ハンドガイドローラ 振動コンパクタ－ 

アスファルト散布 

転圧 

ピックアップトラック トレーラヘッドとトレーラー ロードメインテナンストラック 

道路ラインマーカー カーゴトラック（クレーン付） 移動工作車 

汚泥吸引車 移動式ｱｽﾌｧﾙﾄ・ﾐｷｼﾝｸﾞ・ﾌﾟﾗﾝﾄ 

維持管理用修理機材 高圧洗浄車 

ホイールローダ 
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表 3-2 整備機材先 

 OVD OR 

定期維持 
管理機材 

アスファルトフィニッシャー工法    
DBST 工法    

日常整備作業用機材     
ユーティリティ機材     

出典:JICA 調査団 

3.2.2.2  機材計画 

（1）機材数量 

 1）定期維持管理作業 

道路別に採用する工法を検討した。 

i. アスファルトフィニッシャー工法 

1 級や 2 級道路などの主要道路に対して、ホットミックスアスファルト（加熱混合材）を用い

たアスファルト舗装を適用する。 

1 フリートあたりの機械構成を以下に示す。 

 

   表 3-3 アスファルトフィニッシャー工法における 1 フリートあたりの機械構成 
 機材名 仕様 台数 適用 
1 ロードスタビライザー 混合幅 2m 1 

路盤など土工
機材 

2 ブルドーザ 20 トン 1 
3 モーターグレーダ 3.7m 1 

4-1 コンバインドローラ 10 トン 1 
5 油圧ショベル 0.8   1 
6 ホイールエクスカベータ 0.5   1 
7 散水車 6000 リットル 1 

4-2 タンデムローラ 10 トン 1 アスファルト
舗装機械 8 アスファルトフィニッシャー 2-4m 1 

9 アスファルトディストリビュータ 6000 リットル 1 
10 タイヤローラ 15 トン 1 
11 ダンプトラック 10 トン 3 運搬機械 
12 ピックアップトラック 4×4 1 

注：機材の番号は表 1－1 を参照 

出典：JICA 調査団 

 

年間作業量は以下のように算出する。 

・舗装幅     3.5m 

・舗装厚さ    10cm（5cm×2 層） 

・走行速度    毎分 10m 

・2 層舗装の場合の作業速度   毎分 5m 

・作業効率    40% 

・時間あたり舗装面積   420㎡（3.5m×5m/分×60分×0.4） 

・年間稼働時間    540時間（6 時間/日、15日/月、6 か月/年） 

・年間舗装面積    226,800 m2 

・片側 1 車線道路（7m幅）の年間舗装距離 32,400m 
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よって、年間作業量から必要フリート数は以下のとおりである。 

1 級道路（平均片側 3 車線）    70km 

2 級道路（片側 1 車線）    338km 

換算延長      548km （70km×3+338） 

10年周期で維持する場合の年間維持管理距離  55km 

アスファルトフィニッシャー工法の能力  32.4km 

必要フリート数     2 

 

ii.  DBST（Double Bituminous Surface Treatment）工法 

3 級道路を対象にして簡易型舗装を適用する 

1 フリートあたりの機械構成を以下に示す。 

 

表 3-4 DBST 工法における 1 フリートあたりの機械構成 
 機材名 仕様 台数 適用 
2 ブルドーザ 20 トン 1 

路盤など土工
機材 

3 モーターグレーダ 3.7m 1 
4-1 コンバインドローラ 10 トン 1 

5 油圧ショベル 0.8   1 
6 ホイールエクスカベータ 0.5   1 
7 散水車 6000 リットル 1 

26 バックホーローダ 1  ＋0.17 m3 1 
4-2 タンデムローラ 10 トン 1 

アスファルト
舗装機械 

9 アスファルトディストリビュータ 6000 リットル 1 
10 タイヤローラ 15 トン 1 
11 ダンプトラック 10 トン 3 

運搬機械 
12 ピックアップトラック 4×4 1 

注：機材の番号は表 1－1 を参照 

出典：JICA 調査団 

 

年間作業量は以下のように算出する。 

・時間あたり舗装面積  1,620㎡ 

     （アフリカ地域他案件資料より、作業効率込み） 

・年間舗装面積   583,200m2（6 時間/日、15日/月、4 か月/年） 

DBST 工法の舗装品質は天候に左右されるため年間

稼働月数を少なくしている 

・片側 1 車線道路（7ｍ幅）の年間舗装距離 

     83,300m 

 

よって、年間作業量から必要フリート数は以下のとおりである。 

3 級道路（片側 1 車線）    278km 

6 年周期で維持する場合の年間維持管理距離  46km 

DBST工法の能力     83.3km 

必要フリート数     1 
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2) 日常整備作業 

1 フリートあたりの構成機械は、以下のとおりである。 

表 3-5 日常整備作業における 1 フリートあたりの機械構成 
 機材名 仕様 台数 
13 アスファルトカッター 150 ㎜ 1 
14 振動コンパクタ 70kg 1 
15 ハンドブレーカ 7kg 1 
16 エアーコンプレッサ 5m3/分 1 
17 アスファルトスプレイヤー 400 リットル 1 
18 ハンドガイドローラ 650kg 1 

注：機材の番号は表 1－1 を参照 

出典：JICA 調査団 

 

年間作業量は以下のように算出する。 

フリートの日常整備距離   20km／年 

1 日あたり 100m、年間 200日稼働 

よって、上記年間維持管理距離と各工法の能力から必要フリート数は以下のとおりである。 

OVD 

分離帯がある場合は、2倍した換算延長とする。 

1 級道路（上下線分離帯あり）   70kmを 2 倍で換算 

2 級道路     338km 

3 級道路     278km 

換算延長     756km 

10年周期での年間維持管理距離  76km 

フリートの年間維持管理距離   20km 

必要フリート数    4 

OR 

 分離帯がある場合は、2倍した換算延長とする。 

国道 1号  Mitendi-Triangle Cite Verte    12km 

国道 1号  Cite Verte – Station Salongo    11.4km 

国道 1号  Station Salongo - Enchangeur de Limete  2.3km（分離帯あり） 

国道 1号   Enchangeur de Limite - Nsele    40km（分離帯あり） 

国道 43号 Nsele – Maluku     25km 

州道 118号  N'djili - Cecomaf-Yanda    24km 

換算延長       157km 

10年周期で維持管理する場合の年間維持管理距離  16km 

フリートの年間維持管理距離     20km 

必要フリート数    1 

 

3) その他ユーティリティ車両 

OVD および ORに対し、以下の車両を計画する。 
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表 3-6 OVD に整備するユーティリティ車両 
 機材名 仕様 台数 
19 移動式小型アスファルトプラント 5-7 トン/時 1 
20 重機運搬用低床トレーラトラック 25 トン 1 
21 ロードメンテナンストラック 2,700kg 1 
22 道路ラインマーカー 100-300mm 1 
23 カーゴトラック（クレーン付） 5 トン 1 
24 移動工作車 4×4 1 
25 ホイールローダ 2.5 m3 1 

27-1 汚泥吸引車 7 m3 1 
27-2 高圧洗浄車 4 m3 1 

注：機材の番号は表 1－1 を参照 

出典：JICA 調査団 

 

表 3-7 OR に整備するユーティリティ車両 
 機材名 仕様 台数 
12 ピックアップトラック 4×4 1 
19 移動式ｱｽﾌｧﾙﾄ・ﾐｷｼﾝｸﾞ・ﾌﾟﾗﾝﾄ 5-7 トン/時 1 
21 ロードメンテナンストラック 2,700ｋｇ 1 
22 道路ラインマーカー 100-300ｍｍ 1 
23 カーゴトラック（クレーン付） 5 トン 1 
28 維持管理用修理機材  1 

注：機材の番号は表 1－1 を参照 

出典：JICA 調査団 

以上の検討結果から、整備機材の算定数量を下表に示す。 

表 3-8 整備機材と配置先 

機材番号 機材名 
配置先 

OVD OR 

1 ロードスタビライザー 2  

2 ブルドーザ 3  

3 モーターグレーダ 3  

4-1 コンバインドローラ 3  

4-2 タンデムローラ 3  

5 油圧ショベル 3  

6 ホイールエクスカベータ 3  

7 散水車 3  

8 アスファルトフィニッシャー 2  

9 アスファルトディストリビュータ 3  

10 タイヤローラ 3  

11 ダンプトラック 9  

12 ピックアップトラック 3 1 

13 アスファルトカッター 4 1 

14 振動コンパクタ― 4 1 

15 ハンドブレーカ 4 1 

16 エアーコンプレッサ 4 1 

17 アスファルトスプレイヤー 4 1 
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機材番号 機材名 
配置先 

OVD OR 

18 ハンドガイドローラ 4 1 

19 移動式アスファルト・ミキシング・プラント 1 1 

20 トレーラヘッドとトレーラー 1  

21 ロードメインテナンストラック 1 1 

22 道路ラインマーカー 1 1 

23 カーゴトラック（クレーン付） 1 1 

24 移動工作車 1  

25 ホイールローダ 1  

26 バックホーローダ 1  

27-1 汚泥吸引車 1  

27-2 高圧洗浄車 1  

28 維持管理用修理機材  1 

出典：JICA 調査団 

また、上記表の整備機材のうち、大型機材である建設機械類とトラック類のみ集計した数量表

を下表に示す。 

表 3-9 大型機材集計表 

機材番号 機材名 
配備先 

OVD OR 

1 ロードスタビライザー 2  

2 ブルドーザ 3  

3 モーターグレーダ 3  

4-1 コンバインドローラ 3  

4-2 タンデムローラ 3  

5 油圧ショベル 3  

6 ホイールエクスカベータ 3  

7 散水車 3  

8 アスファルトフィニッシャー 2  

9 アスファルトディストリビュータ 3  

10 タイヤローラ 3  

11 ダンプトラック 9  

12 ピックアップトラック 3 1 

20 トレーラヘッドとトレーラー 1  

21 ロードメインテナンストラック 1 1 

23 カーゴトラック（クレーン付） 1 1 

24 移動工作車 1  

25 ホイールローダ 1  

26 バックホーローダ 1  

27-1 汚泥吸引車 1  

27-2 高圧洗浄車 1  

合 計 51 3 

出典：JICA 調査団 
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（2）機材仕様 

各機材の基本仕様は、設計方針をもとに既存機材の仕様と現地の普及度を考慮して検討した。

その結果、適当と判断される機材の基本仕様を下表に示す。 

表 3-10 機材基本仕様（案） 

No. 機材名 
作業内容 

基本仕様 
仕様選定理由 

1 ロードスタビライザー 
セメントなどを使った路盤安定化処理 混合幅 2m 

混合深さ 430mm 代表的な日欧製品の共通仕様 

2 ブルドーザ 
地山の掘削、押土あるいは土砂の敷均し 

重量 20 トン 
ストチル、リッパ付き 土工に適するとともに、運搬時に足回り分解

が不要 

3 モーターグレーダ 
材料の敷均し 

ブレード幅 3.7ｍ 
リッパ付き 道路幅 3.5m に合致し、材料混合用のリッパ

装着 

4-1 コンバインドローラ 
土砂の締固め 重量 10 トン 

ドラム幅 2m 土工に適する運転質量 

4-2 タンデムローラ 
アスコン、DBST 舗装材料の締固め 重量 10 トン 

ドラム幅 2m 舗装作業に適する運転質量 

5 油圧ショベル 
郊外でも材料の掘削、積込み バケット容量 0.8m3 

シュー幅 600mm 
ブレーカ 

運搬時に車幅がトレーラ内におさまる 

6 
ホイール 
エクスカベータ 

市街地での材料の掘削、積込み バケット容量 0.5m3 
フロントブレード 
ブレーカ 

国産で最大モデルを参考とした 

7 散水車 
含水比調整のため 

タンク容量 6000 ﾘｯﾄﾙ 
10 トンダンプとシャシー共通化をはかる 

8 
アスファルト 
フィニッシャー 

アスコン材の撒き出し 均し幅 4.5m 以上 
最大舗装厚 150mm 均し幅 4.5m、ホイール式で普及 

9 
アスファルト 
ディストリビュータ 

アスファルト乳剤、DBST 用アスファルト散
布 タンク容量 6000 ﾘｯﾄﾙ 
10 トンダンプとシャシー共通化をはかる 

10 タイヤローラ 
アスファルト舗装の転圧、締固め 重量 15 トン 

締固め幅 2m 舗装作業に適する運転質量 

11 ダンプトラック 

材料の運搬 積載重量 10 トン 
荷台取付用のチップス
プレッダ 1 台を含む。 

10 トンクラスとしてシャシー共通化をはか
る 

12 
ピックアップ 
トラック 

人員、資材の運搬 4 輪駆動、ディーゼル 
ダブルキャブ ディーゼルエンジンで高出力 

13 
アスファルト 
カッター 

日常整備作業として路面掘削用 
切削深さ 150mm 
重量 140kg 舗装厚が 10cm 前後であるから切削深さを

15cm 

14 振動コンパクター 
土砂の裏込め用 重量 70kg 

締固め幅 30cm 締固め効果を得るため重量を 70kg 

15 ハンドブレーカ 
アスファルト舗装の剥離用 重量 7kg 

空気消費量 1.5m3/分 一般的な仕様 
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No. 機材名 
作業内容 

基本仕様 
仕様選定理由 

16 エアーコンプレッサ 
ハンドブレーカー用圧縮空気の供給 空気吐出量 5m3/分 

トレーラータイプ ハンドブレーカー2 台分以上の供給能力 

17 
アスファルト 
スプレイヤー 

アスファルト舗装の小修理用 
散布能力 30 ﾘｯﾄﾙ/分 

タンク容量 400 ﾘｯﾄﾙ程度 

18 
ハンドガイド 
ローラ 

少量の土砂の締固め用 重量 650kg 
締固め幅 600mm 一般的な仕様 

19 
移 動 式 ア ス フ ァ ル
ト・ミキシング・プラ
ント 

ポットホールや亀裂の埋め合わせ用合材の
生産 5-7 トン/時間 
手練りに変えて合材の品質を確保する 

20 
トレーラヘッドと 
トレーラー 

重機などの運搬用 4ｘ2、200kw 以上 
積載重量 25 トン 積載物の最大重量が約 23 トン 

21 
ロードメンテナンス 
トラック 

緊急的に道路補修を行うための自走式トラ
ック 加熱タンク 900 ﾘｯﾄﾙ 

荷台積載量 2700kg アスファルト加熱タンクやコンプレッサー
を搭載 

22 道路ラインマーカー 
車線を明示する 

ライン幅 10-30cm 
搭載型として、作業の安全をはかる 

23 
カーゴトラック（クレ
ーン付） 

資機材の運搬用 つり上げ能力 2-3 トン 
積載重量 5 トン クレーン付き 

24 移動工作車 
修理用一般工具を搭載したトラック 

駆動方式 4ｘ2 
クレーンは搭載しない 

25 ホイールローダ 
材料の掘削、積込み、運搬用 

バケット容量 2.5m3 
10 トンクラスのダンプにマッチング 

26 バックホーローダ 
DBST 工法での積込み補助作業用 

アウトリガー付き 
ローダ 1.0m3

、バケット 0.17m2 

27-1 汚泥吸引車 
道路や排水路の汚泥を吸引する 

7m3
クラス 

一般的な仕様 

27-2 高圧洗浄車 
道路や排水路の汚泥を洗浄する 

4m3
クラス 

一般的な仕様 

28 
維持管理用 
修理機材 

エンジンやシャシーの修理用設備 
 

一般的な仕様 

出典：JICA 調査団 

（3） 交換・消耗部品の調達計画 

「3.2.1.4 交換・消耗部品の調達に係る方針」に従い、交換部品、消耗品を設定する。なお、現地

代理店によれば、燃料中の硫黄含有量が高く、エンジンオイルの劣化が早いことから、エンジンオ

イル、およびオイルフィルターの交換頻度を通常の半分にするようユーザーに指導している。した

がって、本プロジェクトでは、上述を考慮した交換部品の頻度としている。下表に重機類と車両類

に分けた主な部品の交換方針を示す。 
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表 3-11 部品の交換 

 

注）上記空欄部分は、交換時期が規定されておらず必要に応じて交換する品目である。 
出典：JICA 調査団 

3.2.3  調達計画 

3.2.3.1  調達方針 

(1)事業実施主体 

日本政府の無償資金協力により実施される本プロジェクトにおける両国関係機関の体制を図 3-5

に示す。 

[hr]

硫黄分の

多い燃料 の交換回数

250

250

[km]

硫黄分の

多い燃料 の交換回数

6,000

各部品の数量については機材お
よびメーカーによって異なるため、
各メーカーから機材仕様の収集後
（見積徴収時）、詳細に検討した。

2,000 hr

燃料フィルター 500 1,000 2回

A: 重機類

品目

交換目安数量

[hr] [hr] [回数]

備考
初期交換 定期間隔

エアコンフィルター -

Vベルト -

エアーフィルター 不定期 -

エンジンオイルフィルター 500 8回

作動油フィルター 1,000 2回

ﾎｰｽ類（燃料、ﾌﾞｰﾑ、ｴｱｺﾝ等用） -

エンジンマウント -

ラジエターキャップ -

燃料タンクストレーナー -

ヒューズ、センサー類 -

その他（ﾎｰｽ類） -

ワイパー、ブレード 1～2回

ﾊﾞﾙﾌﾞ、ﾎｰﾝ、ﾘﾚｰｽｲｯﾁ類 -

B: 車両類

品目

交換目安数量

[km] [km] [回数]

備考
初期交換 定期間隔

10,000 km

-

燃料フィルター 24,000 -

エアーフィルター 48,000 -

エンジンオイルフィルター 1,000 12,000 2回

エアコンフィルター 16,000

各部品の数量については機材お
よびメーカーによって異なるため、
各メーカーから機材仕様の収集後
（見積徴収時）、詳細に検討した。

ヒューズ、センサー類 -

その他 -

ワイパー、ブレード -

ﾊﾞﾙﾌﾞ、ﾎｰﾝ、ﾘﾚｰｽｲｯﾁ類 -

ディスククラッチ 48,000 -

ブレーキシュー、ライニング -

-

Vベルト
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図 3-5 事業実施関係図 

(2)相手国政府 

実施機関は、MITPR 管轄下の技術者組織であるインフラユニットである。整備される機材を運

営・維持管理するのは、配備先の OVD と ORである。 

機材配備先の整備は、非常に重要であるとともに、「コ」国側の責務である。OVD および ORは、

機材を日本から輸送する前までにこれらの整備を行うことを約束している。 

(3)コンサルタント 

E/Nおよび G/A 締結後、インフラユニットは速やかに日本のコンサルタントとの間で役務契約（コ

ンサルタント契約）を締結する。契約したコンサルタントは、本プロジェクトの実施設計、入札図

書作成、入札執行補助、および調達監理業務等についてエンジニアリングサービスを提供し、本プ

ロジェクトの機材引渡しの完了まで責任を負う。 

(4)機材納入業者 

一般競争入札により、納入業者を決定する。 

入札方法は、一段階二札方式とし、初めに技術札を開札しコンサルタントにより品質、仕様、数

量について技術審査を行う。後日、この技術審査に合格した納入業者の価格札を開札し、技術審査

に続きコンサルタントが価格札の審査を行い最終的な落札者を決定する。この落札者を機材の納入

業者として「コ」国側と契約を交わす。 

3.2.4  調達上の留意事項 

(1)無償資金協力のシステムについて 

「コ」国側は、無償資金協力による機材調達の実績はあり、実施手順を理解している。しかし、

過去に免税許可書の発行遅延等の事例があるため、調達までのスケジュール表を作成し、各実施段

階で十分説明・協議を行い、「コ」国側の実施するべき対応に遅延や不履行のないように留意する必

1. 設計監理 

・実施設計（入札図書作成） 

・入札補助、機材調達監理 

・検収監理 

・初期操作・運用指導監理 

 

日本国政府 
コンゴ民主共和国政府 

日本法人のコンサルタント 

各契約書の認証 実施機関 
（インフラ・公共事業・再建
設省 インフラユニット） 

交換公文（E/N） 

機材調達契約 

国際協力機構 

日本法人の納入業者 

・資機材調達 

・輸送 

・納入、検収 

・初期操作・運用指導 

コンサルタント契約 

機材調達監理 

贈与契約（G/A） 
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要がある。 

(2)輸送期間の瑕疵責任について 

調達される機材は、海上輸送で「コ」国のマタディ港で陸揚げされ、通関後キンシャサ市の OVD

と ORの機材置場へ内陸輸送された後、「コ」国側に引き渡される。機材納入業者は、海上・内陸輸

送、陸揚げ中に起こり得る破損、盗難等による瑕疵責任について、「コ」国側との間で問題が生じな

いよう留意する。 

3.2.5  調達区分 

OVD および OR までの輸送費、荷下ろし時の組立費用を含む機材調達に係る全てのコストは、

日本側負担とする。下表に両国の負担区分を示す。 

表 3-12 両国政府の負担区分 

項 目 内 容 
負担区分 

備 考 
日本国 ｢コ｣国 

機材調達 機材調達 
海上･陸上輸送 
通関手続き 
内国輸送 

○ 
○ 
○ 
○ 

 
 
○ 
 

 
通関場所まで 
免税措置を含む 
通関場所以降 

操作指導等 操作指導 
点検整備指導 

○ 
○ 

 
 

 

維持管理業務 機材回送 
保管場所確保 
機材維持管理 

 ○ 
○ 
○ 

機材配置先への回送 

出典：JICA 調査団 

3.2.6  調達監理計画 

(1)基本方針 

E/N および G/A 締結後、無償資金協力の枠組みに基づき、E/N に示された業務範囲において、

日本法人コンサルタントが「コ」国政府とのコンサルタント契約を結び、実施設計および調達監

理業務の実施に当たる。コンサルタントは、事業実施の背景、協力内容の策定に係る概略設計の

経緯・趣旨を十分に理解した上で業務に当たることが重要である。 

調達監理者に求められる専門性は、機材の詳細・操作方法に明るく、操作指導や点検整備指導

の経験を有することである。特に、「コ」国側が調達機材を有効かつ長期間に渡り使用していくた

めに、日常点検整備を適切に行ための指導は不可欠であり、機材に関する知見と経験に基づいた

整備指導が求められる。 

(2)実施設計業務 

実施設計業務の主要内容は、次のとおりである。 

 着手協議、現地確認 

 機材仕様のレビュー 

 入札図書作成 

 入札図書の説明･承認取得 

 入札業務補助（公示、図書配布、入札執行、結果評価） 
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 契約促進補助（契約交渉、契約立会い、契約認証手続き） 

(3)調達監理業務 

調達監理業務の主要内容は、次の通りである。 

 機材発注書の発行確認 

 製作図の確認、工場製品検査、工場出荷前検査 

 船積み前検査（第三者機関へ委託）の調整、検査レポート発行 

 現地事前打合せ（搬入スケジュール、免税措置確認、初期操作・運用指導実施要領） 

 組立および初期操作・運用指導の立会い 

 検収・引渡し立会 

 完了報告書の作成 

3.2.7  品質管理計画 

調達される機材は、契約によって定められた品質・仕様を満たしていることを確認するために、

調達業務の各段階において下記の検査を実施する。 

 納入業者発行の機材発注書の内容確認 

 製作図の確認、機材製造工場における工場検査、工場出荷前検査 

 船積み前検査 

 機材引渡し時の検査 

3.2.8  機材調達計画 

(1)調達先 

前述「3.2.1.8 調達国に係る方針」に従って各機材の調達先を検討した。 

日本製品は一社、あるいは日本製品がない機材については、入札において競争は成立せず、公

正な入札が確保されない恐れが大きいことから、第三国製品も調達の対象とした。なお、第三国

製品については、維持管理の容易さやアフターサービス体制の確保といった観点から、原則とし

て現地に代理店が存在する製品を選定した。機材調達区分は、下表のとおりである。 

表 3-13 機材調達区分 

機材名 
原産国 

理 由 
日本 「コ」国 第三国 

ブルドーザ ● -- ●タイ 

日本製品は一社に限
定されるため、競争
性の確保から第三国
製品も対象とする。 

モーターグレーダ、コンバインドローラ ● -- ●ブラジル 

タンデムローラ、タイヤローラ ● -- ●USA 

ピックアップトラック ● -- ●南アフリカ 

ホイールエクスカベータ -- -- ●中国、フランス 

日本製品がないた
め、第三国製となる。 

バックホーローダ -- -- ●インド、UK 

移動式アスファルト・ミキシング・プ
ラント 

-- -- ●UK 
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機材名 
原産国 

理 由 
日本 「コ」国 第三国 

ロードスタビライザー、油圧ショベル、
散水車、アスファルトフィニッシャー、
アスファルトディストリビュータ、ダン
プトラック、トレーラヘッドとトレーラ、
ロードメインテナンストラック、道路ラ
インマーカー、カーゴトラック、移動工
作車、ホイールローダ、汚泥吸引車、高
圧洗浄車、補助機材 

● -- --  

出典：JICA 調査団 

(2)調達ルート 

1) 調達ルールの検討 

本プロジェクトで調達される機材は、本邦調達品は本邦主要港から、第三国調達品は、第三国

製造国主要港からそれぞれ「コ」国のマタディ港まで海上輸送となる。マタディ港で荷揚げされ

た機材は、通関諸手続き後、最終仕向け地のキンシャサ市まで約 360kmの幹線道路を通って建設

機械、および車両はトレーラ輸送、その他小物機材はコンテナ輸送される。マタディ港には大型

の荷揚げ設備が設置されており、調達機材の荷揚げに支障はない。また輸送ルートである幹線道

路は、輸送制限はなく、路面状況も比較的良好であり調達機材の運搬に支障はない。荷揚港、お

よび輸送経路を下図に示す。 

 

図 3-6 荷揚港および輸送経路 

調達機材の輸送期間については、海上輸送後の港での荷揚げ待ち期間や、現地内陸輸送時の混

雑状況等不確定要素があることから、本プロジェクトでは多少余裕を見て下記のとおり想定する。 

 

・日本の主要港           マタディ港        ：60日 

・荷揚げ～通関手続き                      ：14～28日 

・マタディ港        OVD、ORキンシャサ支局  ：2 日 

 

約 360km 

キンシャサ市 

マタディ港 

海上輸送 

内陸輸送 
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2) 最終仕向け地（機材整備場所） 

機材の最終仕向け地はキンシャサ市にある OVD キンシャサ支局、および ORキンシャサ支局で

ある。 

OVD については、「2.1.8 既存施設・機材」に記したように、今後適切に整備機材の運営維持

管理を実施していくには OVD キンシャサ支局の敷地内の建物や維持管理場所を整備、改修するこ

とが望ましい。なお、OVD はキンシャサ支局の整備・改修を実施するためには約 1,070,000USD

の費用が必要であると試算している。 

ただし、本プロジェクトにおいては、図 3-7（同敷地の航空写真）に示す OVD キンシャサ支局

の一部の場所（7,500m2）を整備することによって調達される維持管理機材を配置することができ

る。 

 
図 3-7 OVD 整備機材配置場所（案） 

本プロジェクトで調達されるピックアップ等の車両を含む大型機材は、表 3-9に示すとおり 51

台である。このうち最も大きな機材は 1．ロードスタビライザーであり、形状は図 3-8 に示す幅

2.63m×9.28mである。したがって、この最大機材の形状と駐車時の余裕を加えて 1 台当たり 5m

×10m=50m2の敷地を必要とし、図 3-7 に示す場所に 51 台分をレイアウトした配置図を図 3-9 に

示す。以上から、整備される大型機材は、十分に配置可能である。 

 
出典：カタログより（酒井重工業） 

図 3-8 ロードスタビライザー一般図 
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出典：JICA 調査団 

図 3-9 OVD 整備機材配置図（案） 

ORについては、図 3－10（同敷地の航空写真）が示す場所が確保されており、十分配置可能で

ある。 

 

図 3-10 OR 整備機材配置場所（案） 

 

出典：JICA 調査団 

図 3-11 OR 整備機材配置図（案） 
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3.2.9  調整・試運転実施計画 

機材が現地に到着するタイミングに合わせ、調達業者より派遣される技術者は、現地作業員に

よる開梱・搬入作業時に機材が破損することのないよう、運搬されてきた機材の取り扱いを指示

する。その後、調達機材の試運転・調整を行い、機材が正常に作動することを確認する。なお、

調達機材は機種が多いため、数名の技術者が複数の機材の試運転・調整作業を分担して行い、工

程の短縮を図る人員配置計画とする。 

3.2.10  初期操作指導計画・運用指導等計画 

OVD は、これまで多くの中国製の建設機械やトラック類を使用し、一般的な取り扱いについて

はある程度の知識を有している。しかしながら、知識を有しているにもかかわらず、保有する中

国製機材の故障率が非常に高い状態にあることは、交換部品の調達が困難であり、運転・整備マ

ニュアル類の不備のためだけでなく、納入時に適切な初期操作指導がなされなかったことに起因

している。したがって、本プロジェクトでは、全ての調達機材に対して派遣技術者による十分な

初期操作指導、および運用指導等の技術指導を行う。特に、維持管理方法（整備点検および修理

方法）、および安全管理指導等の運用指導は重要と判断される。また、コンサルタントは、派遣

技術者の指導を監理する。初期操作指導および運用指導に必要日数は、下表のとおり算定する。 

表 3-14 初期操作指導・運用指導必要日数 

指導内容 対象者 ロット名 必要日数 

初期操作指導 

機材オペレータ
（重機類オペレー
タ、車両類運転手
およびﾌﾟﾗﾝﾄ操作

者） 

A（重機類） 1.0 日/建機×11 機種＝11.0 日 

B（車輌類） 

0.5 日/車輌×6 機種(散水車、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、ﾋﾟｯｸｱｯ
ﾌﾟﾄﾗｯｸ、ﾄﾚｰﾗﾍｯﾄﾞとﾄﾚｰﾗｰ、移動工作車、ｶｰｺﾞﾄ
ﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付))=3.0 日（一般車輌） 

1.0 日/車輌×5 機種(ｱｽﾌｧﾙﾄﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ、ﾛｰﾄﾞﾒｲ
ﾝﾃﾅﾝｽﾄﾗｯｸ、道路ﾗｲﾝﾏｰｶｰ、汚泥吸引車、高圧洗
浄車)=5.0 日（特殊車輌） 

C（補助機材類） 
2.0 日/特殊機材×移動式ｱｽﾌｧﾙﾄ・ﾐｷｼﾝｸﾞ・ﾌﾟﾗﾝﾄ
＝2.0 日 

維持管理方法
（整備点検およ
び修理方法）お
よび安全管理指
導等の運用指導 

エンジニア/メカ
ニック（維持管理
技術者および修理

工） 

A（重機類） 1.0 日/建機×8 機種＝8.0 日 

B（車輌類） 

0.5 日/車輌×2 機種(散水車、ﾄﾚｰﾗﾍｯﾄﾞとﾄﾚｰﾗ
ｰ)=1.0 日（一般車輌） 

1.0 日/車輌×4 機種(ｱｽﾌｧﾙﾄﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ、道路ﾗｲ
ﾝﾏｰｶｰ、汚泥吸引車、高圧洗浄車)=4.0 日（特殊
車輌） 

C（補助機材類） 
2.0 日/特殊機材×移動式ｱｽﾌｧﾙﾄ・ﾐｷｼﾝｸﾞ・ﾌﾟﾗﾝﾄ
＝2.0 日 

出典：JICA 調査団 

3.2.11  ソフトコンポーネント計画 

なお、本プロジェクトにて整備される道路維持管理機材は、OVDが保有するものが大多数であり、

新規に導入されるものは、ロードスタビライザーと移動式アスファルト・ミキシング・プラントで

ある。どちらの機材も複雑な機材ではなく、納入時には初期操作指導、維持管理方法（整備点検お

よび修理方法）、および安全管理指導等の運用指導が実施されることで適切に操作、維持管理が可能

である。そのため、本プロジェクトはソフトコンポーネントを実施しないこととする。 
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3.2.12  実施工程 

本プロジェクトは、我が国無償資金協力に基づき実施される。その工程は、下表のとおりである。 

表 3-15 事業実施工程表 

 
出典：JICA 調査団 

 

3.3  相手国側分担事業の概要 

本プロジェクトが我が国の無償資金協力で実施される場合の「コ」国側分担事項は、以下のとお

りである。 

3.3.1  銀行取極め、支払授権書の発給 

日本国内の銀行に「コ」国名義の口座を開設し、当該銀行に対して支払授権書を発給する。さら

に銀行取極めに基づいた支払授権書の通知手数料、および支払手数料等に関して「コ」国側が責任

を持って支払う。 

3.3.2  便宜供与 

本プロジェクトに従事する日本人が円滑に業務を遂行するために求められる「コ」国への入国・

滞在時および政府関係機関訪問に係わる便宜供与を行う。 

3.3.3  免税 

本プロジェクトに従事する日本人および日本法人に対する関税およびその他国内税を免除する。

また、「2.1.11免税措置」に示したように、本プロジェクトに係わる調達機材の通関業務に必要とな

る書類の作成、免税措置、通関の促進をする。 

3.3.4  車両の登録 

整備車両が「コ」国内を走行できるよう車両の登録諸手続きを速やかに行う。 

3.3.5  用地・保管場所の確保 

OVD および ORへ道路維持管理機材が配備された後の道路維持管理機材の適切な駐車スペースお

所要月数

搬入、開梱

海上・国内輸送

174 5 6 7 8 14 18 19169 10

入札公示

検査・検収、引渡し

入札図書承認

入札図書作成

期間
3

機材仕様等のレビュー

入札評価

計画内容の最終確認

調
達
工
程

実
施
設
計

調整・試運転、
初期操作・運用指導

1 2

E/N, G/A及びコンサルタント契約の承認

入札

図渡し、内容説明

船積み前機材照合検査

製品（工場）出荷前検査

機材製作

業者契約、契約認証

20 21 2211 12 1513

：現地業務

：国内業務

計：4.5ヶ月

計：14.5ヶ月
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よびスペアパーツ保管庫を確保する。 

3.3.6  機材の適切な維持管理 

整備機材を適切に維持管理し、維持管理に必要な予算を確保する。また、安全かつ適切に運用で

きるよう人員の確保と必要な技術レベルを維持する。 

3.3.7  プロジェクトモニタリングレポートの提出 

プロジェクトモニタリングレポートを下記に示す 3回提出する。 

1回目：実施設計完了前 

2回目：調達業者契約後 

3回目：機材引き渡し後 

3.3.8  その他 

本プロジェクトに関し、無償資金協力として日本側が負担する以外の全ての費用を負担する。 

 

3.4  プロジェクトの運営・維持管理計画 

本プロジェクトで調達される機材は、道路維持管理者である OVD、および ORに配備され、運営・

維持管理されることとなる。なお、現在 OVD で保有している機材は、修理・点検を担当する機械

工 31名と、機材運転手 55名で運営・維持管理されており、日常の点検整備も適切に実施されてい

る。また、ORキンシャサ支局ブリガード、およびワークショップでは、機械工 35名と機材運転手

32名で運営・維持管理されている。 

更に、本プロジェクトで調達される機材は、OVD の現有機材の更新となるため、現在以上の運営・

維持管理体制は必要ないと判断される。また、OR 向けの機材は日常整備機材が主であり、現状の

体制で十分対応可能と判断する。人材については機械工、機材運転手ともに人数は足りている。溶

接や機械加工といった一般的な修理機材を OVD の場合は稼動現場が散在するため機動性を考慮し

て移動工作車に収納する計画である。OR にも同様の修理用機材を配置することから機材の維持管

理については十分対応できるものと考える。 

 

3.5  プロジェクトの概略事業費 

3.5.1  協力対象事業の概略事業費 

3.5.1.1  概略総事業費 

1,120.0百万円 

3.5.1.2  日本側負担経費 

表 3-16 日本側負担費 

費 目 概略事業費（百万円） 

機材調達費 1,036.1 

実施設計・調達監理費 36.7 

合 計 1,072.8 
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3.5.1.3  「コ」国側負担経費 

表 3-17 「コ」国側負担費 

費 目 経費（百万円） 

スペアパーツ保管施設 12.2 

機材の駐車スペースの確保と整備 33.9 

銀行取極め手数料 1.1 

合 計 47.2 

3.5.1.4  積算条件 

3.5.2  運営・維持管理費 

機材導入後、機材の稼働のために必要とされる年間の燃料・油脂類費用は、アスファルトフィ

ニッシャー工法（OVD 負担）、DBST 工法（OVD 負担）、日常整備作業用機材（OVD 負担）、日

常整備作業用機材（OR 負担）、ユーティリティ機材（OVD 負担）、ユーティリティ機材（OR 負

担）で必要となる予算を、それぞれ表 3－18～表 3－24のとおり算出した。 

従って、調達機材に関して OVD の年間の燃料・油脂類費用は、US$ 378,698（約 4,270万円）、

ORの年間の燃料・油脂類費用は、US$ 28,036（約 320万円）と見積もられる。 

一方、機材の維持管理のために必要とされる年間の維持管理費は、表 3－25 および表 3－26 の

とおり、OVD の年間の維持管理費は、US$ 235,771（約 2,660万円）、ORの年間の維持管理費は、

US$ 16,379（約 185万円）と見積もられる。 

以上より、整備された機材の運営費は、OVD 1年間で約 7,000万円であり、2016年に執行され

た維持管理費 17億 8000万円の 4%程度である。そのため、OVD の運営費は問題ないと判断され

る。また、ORは 1 年で約 505万円であり、2015年に執行された維持管理費 105億 6200万円の

0.05%程度である。同様に ORも運営費は問題ないと判断される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・積算時点  ：  2017年 8月 

・為替交換レート ： 米ドル対日本円： US$ 1.00 = 112.83円 

ユーロ対日本円：   1.00 = 127.46円 

ポンド対日本円： ￡ 1.00 = 148.25円 

・調達期間 ： 実施設計、機材調達の期間は実施工程に示したとおり 

・その他 ： 本プロジェクトは日本国政府の無償資金協力の制度に従い実施される

ものとする。 
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表 3-18 燃料・油脂費用（ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬｰ工法） 

No. 機材名 
仕様 

(kw) 

(a) 

台数 

 

(b) 

年間運転時間 

（時間/年) 

(c) 

燃料消費率 

(lit/kW・h) 

(d) 

年間燃料消費量 

(lit/年） 

（e)=(a)x(b)x(c)x(d) 

年間燃料費 

(US$/年） 

（e)x1.05US$/lit 

備考 

1 ロードスタビライザー 284.0 2 540 0.111 34,046 35,748  

2 ブルドーザ 153.0 2 540 0.153 25,282 26,546  

3 モーターグレーダ 123.0 2 540 0.108 14,347 15,064  

4-1 コンバインドローラ 83.0 2 540 0.160 14,342 15,059  

4-2 タンデムローラ 90.0 2 540 0.160 15,552 16,330  

5 油圧ショベル 103.0 2 540 0.153 17,020 17,871  

6 ホイールエクスカベータ 122.0 2 540 0.153 20,159 21,167  

8 ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬｰ 49.0 2 540 0.147 7,779 8,168  

10 タイヤローラ 70.0 2 540 0.085 6,426 6,747  

7 散水車 137.0 2 540 0.044 6,510 6,836  

9 ｱｽﾌｧﾙﾄﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ 140.0 2 540 0.090 13,608 14,288  

11 ダンプトラック 184.0 6 540 0.043 25,635 26,917  

12 ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟﾄﾗｯｸ 70 2 540 0.043 3,251 3,414  

 合計      214,155  

 

年間の燃料・油脂費用 現地通貨（US$) 日本円換算額（千円） 

年間燃料費 214,155 24,163 

年間油脂費 2,142 242 

合計 216,297 24,405 

注）積算条件 

1. 燃料消費率は「建設機械等損料表」による。 

2. 機材の年間運転時間は以下のとおり設定する。 

3．ディーゼル燃料価格：1.05 US$/lit 

4．油脂費：燃料価格の 1％ 

5．為替交換レート：US$1.00=112.83 円 

出典：JICA 調査団 
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表 3-19 燃料・油脂費用（DBST 工法） 

No. 機材名 
仕様 

(kw) 

(a) 

台数 

 

(b) 

年間運転時間 

（時間/年) 

(c) 

燃料消費率 

(lit/kW・h) 

(d) 

年間燃料消費量 

(lit/年） 

（e)=(a)x(b)x(c)x(d) 

年間燃料費 

(US$/年） 

（e)x1.05US$/lit 備考 

2 ブルドーザ 153.0 1 360 0.153 8,427 8,848 
 

3 モーターグレーダ 123.0 1 360 0.108 4,782 5,021 
 

4-1 コンバインドローラ 83.0 1 360 0.160 4,781 5,020 
 

4-2 タンデムローラ 90.0 1 360 0.160 5,184 5,443 
 

5 油圧ショベル 103.0 1 360 0.153 5,673 5,957 
 

6 
ホイールエクスカベ

ータ 
122.0 1 360 0.153 6,720 7,056 

 

10 タイヤローラ 70.0 1 360 0.085 2,142 2,249 
 

26 バックホーローダ 64.0 1 360 0.153 3,525 3,701 
 

7 散水車 137.0 1 360 0.044 2,170 2,279 
 

9 ｱｽﾌｧﾙﾄﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ 140.0 1 360 0.090 4,536 4,763 
 

11 
チップスプレッダ付

きダンプトラック 
184.0 3 360 0.043 8,545 8,972 

 

12 ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟﾄﾗｯｸ 70.0 1 360 0.043 1,084 1,138 
 

  合計 
     

60,447 
 

 

年間の燃料・油脂費用 現地通貨（US$) 日本円換算額（千円） 

年間燃料費 60,447 6,820 

年間油脂費 604 68 

合計 61,051 6,888 

注）積算条件 

1. 燃料消費率は「建設機械等損料表」による。 

2. 機材の年間運転時間は以下のとおり設定する。 

3．ディーゼル燃料価格：1.05 US$/lit 

4．油脂費：燃料価格の 1％ 

5．為替交換レート：US$1.00=112.83 円 

出典：JICA 調査団 
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表 3-20 燃料・油脂費用（日常整備作業用機材：OVD） 

No. 機材名 
仕様 

(kw) 

(a) 

台数 

 

(b) 

年間運転時間 

（時間/年) 

(c) 

燃料消費率 

(lit/kW・h) 

(d) 

年間燃料消費量 

(lit/年） 

（e)=(a)x(b)x(c)x(d) 

年間燃料費 

(US$/年） 

（e)x1.05US$/lit 

備考 

13 
アスファルトカッタ

ー 
- 4 - - - 

- 
日常整備作業 

14 振動コンパクター - 4 - - - - 日常整備作業 

15 ハンドブレーカ - 4 - - - - 日常整備作業 

16 エアーコンプレッサ 61.0 4 1,000 0.187 45,628 47,909 日常整備作業 

17 ｱｽﾌｧﾙﾄｽﾌﾟﾚｲﾔｰ - 4 - - - - 日常整備作業 

18 ハンドガイドローラ 4.6 4 1,000 0.231 4,250 4,463 日常整備作業 

  合計      52,372   

 

年間の燃料・油脂費用 現地通貨（US$) 日本円換算額（千円） 

年間燃料費 52,372 5,909 

年間油脂費 524 59 

合計 52,896 5,968 

注）積算条件 

1. 燃料消費率は「建設機械等損料表」による。 

2. 機材の年間運転時間は以下のとおり設定する。 

3．ディーゼル燃料価格：1.05 US$/lit 

4．油脂費：燃料価格の 1％ 

5．為替交換レート：US$1.00=112.83 円 

出典：JICA 調査団 
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表 3-21 燃料・油脂費用（日常整備作業用機材：OR） 

No 機材名 

仕様 

(kw) 

(a) 

台数 

 

(b) 

年間運転時間 

（時間/年) 

(c) 

燃料消費率 

(lit/kW・h) 

(d) 

年間燃料消費量 

(lit/年） 

（e)=(a)x(b)x(c)x(d) 

年間燃料費 

(US$/年） 

（e)x1.05US$/lit 

備考 

13 アスファルトカッター - 1 - - - - 日常整備作業 

14 振動コンパクター - 1 - - - - 日常整備作業 

15 ハンドブレーカ - 1 - - - - 日常整備作業 

16 エアーコンプレッサ 61.0 1 1,000 0.187 11,407 11,977 日常整備作業 

17 ｱｽﾌｧﾙﾄｽﾌﾟﾚｲﾔｰ - 1 - - - - 日常整備作業 

18 ハンドガイドローラ 4.6 1 1,000 0.231 1,063 1,116 日常整備作業 

 合計      13,093  

 

年間の燃料・油脂費用 現地通貨（US$) 日本円換算額（千円） 

年間燃料費 13,093 1,477 

年間油脂費 131 15 

合計 13,224 1,492 

注）積算条件 

1. 燃料消費率は「建設機械等損料表」による。 

2. 機材の年間運転時間は以下のとおり設定する。 

3．ディーゼル燃料価格：1.05 US$/lit 

4．油脂費：燃料価格の 1％ 

5．為替交換レート：US$1.00=112.83 円 

出典：JICA 調査団 
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表 3-22 燃料・油脂費用（ユーティリティ機材：OVD） 

No. 機材名 

仕様 

(kw) 

(a) 

台数 

 

(b) 

年間運転時間 

（時間/年) 

(c) 

燃料消費率 

(lit/kW・h) 

(d) 

年間燃料消費量 

(lit/年） 

（e)=(a)x(b)x(c)x(d) 

年間燃料費 

(US$/年） 

（e)x1.05US$/lit 

備考 

25 ホイールローダ 124.0 1 600 0.153 11,383 11,952 日常整備作業 

20 
トレーラーヘッドと

トレーラー 
246.0 1 600 0.075 11,070 11,624 日常整備作業 

21 
ロードメインテナン

ストラック 
140.0 1 600 0.043 3,612 3,793 日常整備作業 

22 道路ラインマーカー 86.0 1 600 0.068 3,509 3,684 日常整備作業 

23 ｶｰｺﾞﾄﾗｯｸ（ｸﾚｰﾝ付） 140.0 1 600 0.043 3,612 3,793 日常整備作業 

24 移動工作車 140.0 1 600 0.043 3,612 3,793 日常整備作業 

27-1 汚泥吸引車 140.0 1 600 0.053 4,452 4,675 日常整備作業 

27-2 高圧洗浄車 115.0 1 600 0.044 3,036 3,188 日常整備作業 

19 
移動式ｱｽﾌｧﾙﾄ・ﾐｷｼﾝ

ｸﾞ・ﾌﾟﾗﾝﾄ 
14.0 1 600 0.170 1,428 1,499 日常整備作業 

 合計      48,001  

 

年間の燃料・油脂費用 現地通貨（US$) 日本円換算額（千円） 

年間燃料費 48,001 5,416 

年間油脂費 480 54 

合計 48,481 5,470 

注）積算条件 

1. 燃料消費率は「建設機械等損料表」による。 

2. 機材の年間運転時間は以下のとおり設定する。 

3．ディーゼル燃料価格：1.05 US$/lit 

4．油脂費：燃料価格の 1％ 

5．為替交換レート：US$1.00=112.83 円 

出典：JICA 調査団 
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表 3-23 燃料・油脂費用（ユーティリティ機材：OR） 

No. 機材名 

仕様 

(kw) 

(a) 

台数 

 

(b) 

年間運転時間 

（時間/年) 

(c) 

燃料消費率 

(lit/kW・h) 

(d) 

年間燃料消費量 

(lit/年） 

（e)=(a)x(b)x(c)x(d) 

年間燃料費 

(US$/年） 

（e)x1.05US$/lit 

備考 

12 ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟﾄﾗｯｸ 70.0 1 600 0.043 1,806 1,896 日常整備作業 

21 
ロードメインテナン

ストラック 
140.0 1 600 0.043 3,612 3,793 日常整備作業 

22 道路ラインマーカー 86.0 1 600 0.068 3,509 3,684 日常整備作業 

23 ｶｰｺﾞﾄﾗｯｸ（ｸﾚｰﾝ付） 140.0 1 600 0.043 3,612 3,793 日常整備作業 

19 
移動式ｱｽﾌｧﾙﾄ・ﾐｷｼﾝ

ｸﾞ・ﾌﾟﾗﾝﾄ 
14.0 1 600 0.170 1,428 1,499 日常整備作業 

28 維持管理用修理機材 - 1 - - - - 日常整備作業 

  合計           14,665   

 

年間の燃料・油脂費用 現地通貨（US$) 日本円換算額（千円） 

年間燃料費 14,665 1,655 

年間油脂費 147 17 

合計 14,812 1,672 

注）積算条件 

1. 燃料消費率は「建設機械等損料表」による。 

2. 機材の年間運転時間は以下のとおり設定する。 

3．ディーゼル燃料価格：1.05 US$/lit 

4．油脂費：燃料価格の 1％ 

5．為替交換レート：US$1.00=112.83 円 

出典：JICA 調査団 
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表 3-24 維持管理費用（OVD） 

No. 機材名 
標準 

使用年数 

(a) 

台数 

 

(b) 

機材本体価格 

（千円） 

（c) 

維持修理比率 

 

(d) 

1 台当り年間維持

修理費（千円） 

（e)=（c)x(d)/(a) 

年間維持修理

費（千円） 

（b)x（e) 

1 ロードスタビライザー 11.5 2 64,000 55 3,061 6,122 

2 ブルドーザ 11.5 3 20,000 45 783 2,349 

3 モーターグレーダ 15.0 3 20,000 30 400 1,200 

4-1 コンバインドローラ 13.0 3 8,124 35 219 657 

4-2 タンデムローラ 9.4 3 8,575 25 228 684 

5 油圧ショベル 9.0 3 11,587 35 451 1,353 

6 ホイールエクスカベータ 9.0 3 14,894 35 579 1,737 

7 散水車 12.0 3 5,600 35 163 489 

8 ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｼｬｰ 11.0 2 20,360 35 648 1,296 

9 ｱｽﾌｧﾙﾄﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ 11.0 3 12,480 45 511 1,533 

10 タイヤローラ 14.5 3 10,832 35 261 783 

11 ダンプトラック 10.0 6 7,384 45 332 1,992 

11 チップスプレッダ付きダンプト

ラック 

10.0 3 10,120 45 455 1,365 

12 ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟﾄﾗｯｸ 12.0 3 3,055 40 102 306 

13 アスファルトカッター 7.5 4 248 35 12 48 

14 振動コンパクター 6.0 4 152 45 11 44 

15 ハンドブレーカ - 4 - - - - 

16 エアーコンプレッサ 13.0 4 2,678 25 52 208 

17 ｱｽﾌｧﾙﾄｽﾌﾟﾚｲﾔｰ 4.8 4 830 45 78 312 

18 ハンドガイドローラ 13.0 4 1,280 25 25 100 

19 移動式ｱｽﾌｧﾙﾄ・ﾐｷｼﾝｸﾞ・ﾌﾟﾗﾝﾄ 10.0 1 6,268 40 251 251 

20 トレーラーヘッドとトレーラー 11.5 1 16,536 25 359 359 

21 ロードメインテナンストラック 12.0 1 16,496 40 550 550 

22 道路ラインマーカー 10.5 1 21,520 30 615 615 

23 ｶｰｺﾞﾄﾗｯｸ（ｸﾚｰﾝ付） 12.0 1 4,560 40 152 152 

24 移動工作車 12.0 1 16,000 40 533 533 

25 ホイールローダ 11.5 1 12,800 55 612 612 

26 バックホーローダ 9.0 1 6,781 35 264 264 

27-1 汚泥吸引車 11.5 1 12,800 30 334 334 

27-2 高圧洗浄車 10.5 1 12,400 30 354 354 

  合計      26,602 
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 現地通貨換算額（US$) 日本円（千円) 

年間維持修理費 235,771 26,602 

注）積算条件 

1. 標準使用年数および維持修理比率は「建設機械等損料表」による。 

2. 機材本体価格は見積採用価格とする。 

3．為替交換レート：US$1.00=112.83 円 

出典：JICA 調査団 

 

表 3-25 維持管理費用（OR） 

No. 機材名 
標準 

使用年数 

(a) 

台数 

 

(b) 

機材本体価格 

（千円） 

（c) 

維持修理比率 

 

(d) 

1 台当り年間維持

修理費（千円） 

（e)=（c)x(d)/(a) 

年間維持修理

費（千円） 

（b)x（e) 

12 ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟﾄﾗｯｸ 12.0 1 3,055 40 102 102 

13 アスファルトカッター 7.5 1 248 35 12 12 

14 振動コンパクター 6.0 1 152 45 11 11 

15 ハンドブレーカ - 1 - - - - 

16 エアーコンプレッサ 13.0 1 2,678 25 52 52 

17 ｱｽﾌｧﾙﾄｽﾌﾟﾚｲﾔｰ 4.8 1 830 45 78 78 

18 ハンドガイドローラ 13.0 1 1,280 25 25 25 

19 移動式ｱｽﾌｧﾙﾄ・ﾐｷｼﾝｸﾞ・ﾌﾟﾗ

ﾝﾄ 

10.0 1 6,268 40 251 251 

21 ロードメインテナンストラ

ック 

12.0 1 16,496 40 550 550 

22 道路ラインマーカー 10.5 1 21,520 30 615 615 

23 ｶｰｺﾞﾄﾗｯｸ（ｸﾚｰﾝ付） 12.0 1 4,560 40 152 152 

28 維持管理用修理機材 - 1 - - - - 

  合計      1,848 

 

 現地通貨換算額（US$) 日本円（千円) 

年間維持修理費 16,379 1,848 

注）積算条件 

1. 標準使用年数および維持修理比率は「建設機械等損料表」による。 

2. 機材本体価格は見積採用価格とする。 

3．為替交換レート：US$1.00=112.83 円 

出典：JICA 調査団 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. プロジェクトの評価 
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4．プロジェクトの評価 

4.1  事業実施のための前提条件 

事業実施の前提条件となる相手側負担事項等は、下表に示すとおりである。 

表 4-1 事業実施のための前提条件 

項 目 内 容 備考 

先方負担事項  機材の運用に係る予算については、過去の OVD キ
ンシャサ州事務所の予算額が本プロジェクトで積
算した必要金額を十分に満たしているので問題な
いと判断される。 

 その他、事務手続きについても実施機関であるイ
ンフラユニットは、既に数件の無償資金協力事業
を経験しており、これまで特に問題は発生してい
ないことから、負担事項の実施に当たり問題はな
いものと判断される。 

3.3相手国側負担事業の概要
を参照 

 

4.2  プロジェクト全体計画達成のために必要な相手方投入（負担）事項 

本プロジェクトにより調達予定の機材を有効活用し、プロジェクトの全体計画を達成するために

必要な相手方投入（負担）事項を下表に示す。 

表 4-2 相手方投入（負担）事項 

項 目 内 容 備考 

1 燃料・油脂等機材運用に必要な資材を購入するために必要な
予算措置 

 

2 機材の定期整備・修理に必要な予算措置 部品の購入 

 

4.3  プロジェクトの評価  

4.3.1  妥当性 

「コ」国政府は第二次成長・貧困削減戦略文書および政府 5 ヵ年行動計画において、大統領は運

輸インフラ整備・改修を最優先課題に掲げている。また、当国の道路状況は劣悪であることから、

政府は国家計画の中で道路維持管理を優先政策としており、本プロジェクトはこれら政策に基づく

ものである。 

この状況をふまえ、OVD は 2015年次活動報告の中で状況改善のための維持管理機材の新規導入

の必要牲を強調している。 

本プロジェクトで、道路維持管理機材を整備することにより、キンシャサ市内の都市道路の維持

管理状態の改善を図り、もってキンシャサ市内の交通網の利便性向上や社会サービスへのアクセ

ス改善に寄与することが期待される。 

よって本プロジェクトの実施の妥当性は高いと判断する。 

4.3.2  有効性 

(1) 定量的効果 

本プロジェクトにおける定量的効果は表 4-3のとおりである。 
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表 4-3 定量的効果 

指標名 基準値 
（2016 年実績値） 

目標値（2023 年） 
【事業完成 3 年後】 

舗装補修距離（km） 253.5 441.0 

日交通量（台／日） 
（コンゴ・日本大通り） 27,576 34,896 

旅客数（人／年） 
（コンゴ・日本大通り） 51,989,355 65,849,000 

貨物量（トン／年） 
（コンゴ・日本大通り） 2,927,120 3,729,000 

注：コンゴ・日本大通りは、沿道に位置する運輸業・製造業のための産業道路になっており、定量的効果測定の基

準道路とした。 
出典：JICA 調査団 

 

(2) 定性的効果 

本プロジェクトにおける定性的効果は以下のとおりである。 

 キンシャサ市内道路の利便性が向上する。 

 キンシャサ市内の社会サービスへのアクセスが改善される。 
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1. 調査団員・氏名 

氏名 担当分野 所属先 

恒岡 伸幸 
Mr. Nobuyuki TSUNEOKA 

総括 
国際協力機構 
（JICA） 

高橋 一暢 
Mr. Kazunobu TAKAHASHI 

計画管理 
国際協力機構 
（JICA） 

齋藤 慎英  
Mr. Mitsuhide SAITO 

業務主任／道路整備計画 1 アンジェロセック 

清水 伸晴 
Mr. Nobuharu.SHIMIZU 

副業務主任／道路整備計画 2 アンジェロセック 

安江 正寛 
Mr. Masahiro.YASUE 

機材計画 アンジェロセック 

井上 尚三 
Mr. Shozo.INOUE 

修理点検計画 アンジェロセック 

古賀 功次 
Mr. Koji.KOGA 

調達計画・積算 アンジェロセック 

生熊 恵美 
Ms. Emi IKUMA 

仏語通訳 
アンジェロセック 

（補強） 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

資料 2. 調査行程 
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2. 調査行程 

2.1 第一次現地調査 

 

  

総括 計画管理
業務主任/維持管

理計画1
副業務主任/維持

管理計画2
機材計画 修理点検計画 調達計画・積算 通訳

恒岡 伸幸 高橋　一暢 齋藤 慎英 清水 伸晴 安江 正寛 井上 尚三 古賀 功次 生熊 恵美

5 水

6 木

7 金

8 土 1 東京～ 1 東京～ 1 東京～ 1 東京～

9 日 2 ～キンシャサ 2 ～キンシャサ 2 ～キンシャサ 2 ～キンシャサ

10 月 3 JICA、コンゴ民関
係機関表敬

3 JICA、コンゴ民関
係機関表敬

3 JICA、コンゴ民関
係機関表敬

3 JICA、コンゴ民関
係機関表敬

11 火 4 CI,OVD関連部局 4 CI,OVD関連部局 4 CI,OVD関連部局 4 CI,OVD関連部局

12 水 5 CI,OVD関連部局 5 CI,OVD関連部局 5 CI,OVD関連部局 5 CI,OVD関連部局

13 木 6 OVD機材および道
路状況

6 OVD機材および道
路状況

6 OVD機材および道
路状況

6 OVD機材および道
路状況

14 金 7 財務省,OVD関連部局 7 OVD機材および代
理店状況

7 財務省,OVD関連部局 7 OVD機材および代
理店状況

15 土 1 東京～ 1 東京～ 8 団内会議 8 団内会議 8 団内会議 8 団内会議 1 東京～

16 日 2 ～キンシャサ 2 ～キンシャサ 9 資料整理 9 資料整理 9 資料整理 9 資料整理 2 ～キンシャサ

17 月 3 JICA、コンゴ民関
係機関表敬

3 JICA、コンゴ民関
係機関表敬

10 JICA、コンゴ民関
係機関表敬

1 東京～ 10 OVD,関係機関会議 10 JICA、コンゴ民関
係機関表敬

10 OVD,関係機関会議 3 JICA、コンゴ民関
係機関表敬

18 火 4
協議（インフラ省、

OVD関連部局） 4
協議（インフラ省、

OVD関連部局） 11 協議（インフラ省、
OVD関連部局） 2 ～キンシャサ 11 協議（OVD,道路局

関連部局）
11 協議（インフラ省、

OVD関連部局） 11 協議（OVD,道路局
関連部局）

4
協議（インフラ省、

OVD関連部局）

19 水 5 協議（OVD関連部局）
OVD機材状況 5 協議（OVD関連部局）

OVD機材状況 12 協議（OVD関連部局）
OVD機材状況 3 協議（OVD関連部局）

OVD機材状況 12 協議（OVD関連部局）
OVD機材状況 12 協議（OVD関連部局）

OVD機材状況 12 協議（OVD関連部局）
OVD機材状況 5 協議（OVD関連部局）

OVD機材状況

20 木 6 素案説明
ミニッツ討議

6 素案説明
ミニッツ討議 13 素案説明

ミニッツ討議 4 素案説明
ミニッツ討議 13 素案説明

ミニッツ討議 13 素案説明
ミニッツ討議 13 素案説明

ミニッツ討議
6 素案説明

ミニッツ討議

21 金 7
ミニッツ署名

大使館、JICA報告 7
ミニッツ署名

大使館、JICA報告 14
ミニッツ署名

大使館、JICA報告 5
ミニッツ署名

大使館、JICA報告 14 OVD関係機関会
議、資料整理

14 OVD関係機関会
議、資料整理

14 OVD関係機関会
議、資料整理

7
ミニッツ署名

JICA報告

22 土 8 団内会議
キンシャサ～ 8 団内会議

キンシャサ～ 15 団内会議 6 団内会議 15 団内会議 15 団内会議 15 団内会議 8 団内会議

23 日 9 ～ 9 ～ 16 資料整理 7 資料整理 16 資料整理 16 資料整理 16 資料整理 9 キンシャサ

24 月 10 東京 10 東京 17 OVD,関係機関会議 8 OVD,関係機関会議 17 OVD,関係機関会議 17 OVD,関係機関会議 17 OVD,関係機関会議 10 ～

25 火 18 OVD,関係機関会議 9 OVD,関係機関会議 18 OVD,OR関係機関会
議

18 OVD,関係機関会議 18 OVD,関係機関会議 11 東京

26 水 19 OVD,関係機関会議 10 OVD,関係機関会議 19 OVD工事現場イン
タビュー視察

19 OVD工事現場イン
タビュー視察

19 積算関係機関会議

27 木 20 OVD,関係機関会議 11 FONER協議 20 OVDインタビュー
視察

20 OVDインタビュー
視察

20 積算関係機関会議

28 金 21 INPP会議、JICA報告 12 INPP会議、JICA報告 21 資料整理、JICA報告 21 INPP会議、JICA報告 21 資料整理、JICA報告

29 土 22 団内会議 13 団内会議 22 団内会議 22 団内会議 22 団内会議

30 日 23 資料整理 14 キンシャサ 23 資料整理 23 資料整理 23 資料整理

31 月 24 結果取りまとめ 15 ～ 24 結果取りまとめ 24 結果取りまとめ 24 結果取りまとめ

1 火 25 キンシャサ 16 東京 25 キンシャサ 25 キンシャサ 25 キンシャサ

2 水 26 ～ 26 ～ 26 ～ 26 ～

3 木 27 東京 27 東京 27 東京 27 東京

4 金

5 土

6 日

月 日
曜
日

7

8
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2.2 第二次現地調査 

 

 

 

  

総括 計画管理
業務主任/維持管

理計画1
副業務主任/維持

管理計画2
機材計画 修理点検計画 調達計画・積算 通訳

恒岡 伸幸 高橋　一暢 齋藤 慎英 清水 伸晴 安江 正寛 井上 尚三 古賀 功次 生熊 恵美

22 月

23 火

24 水 1 東京～

25 木 2 ～キンシャサ

26 金 3
コンゴ民関係機関

協議

27 土 1 東京～ 1 東京～ 1 東京～ 4 資料整理 1 東京～ 1 東京～

28 日 2 ～キンシャサ 2 ～キンシャサ 2 ～キンシャサ 5 資料整理 2 ～キンシャサ 2 ～キンシャサ

29 月 3 JICA、コンゴ民関
係機関表敬

3 JICA、コンゴ民関
係機関表敬

3 JICA、コンゴ民関
係機関表敬

6 JICA、コンゴ民関
係機関表敬

3 JICA、コンゴ民関
係機関表敬

3 JICA、コンゴ民関
係機関表敬

30 火 4 コンゴ民関係機関
協議

4 コンゴ民関係機関
協議

4 コンゴ民関係機関
協議

7 コンゴ民関係機関
協議

4 コンゴ民関係機関
協議

4 コンゴ民関係機関
協議

31 水 5 素案説明
ミニッツ討議

5 素案説明
ミニッツ討議

5 素案説明
ミニッツ討議

8 素案説明
ミニッツ討議

5 素案説明
ミニッツ討議

5 素案説明
ミニッツ討議

1 木 6 ミニッツ署名 6 ミニッツ署名 6 ミニッツ署名 9 ミニッツ署名 6 ミニッツ署名 6 ミニッツ署名

2 金 7 大使館、JICA報告 7 大使館、JICA報告 7 大使館、JICA報告 10 大使館、JICA報告 7 大使館、JICA報告 7 大使館、JICA報告

3 土 8 団内会議 8 団内会議 8 団内会議 11 団内会議 8 団内会議 8 団内会議

4 日 9 キンシャサ 9 キンシャサ 9 キンシャサ 9 キンシャサ 9 キンシャサ

5 月 10 ～ 10 ～ 10 ～ 10 ～ 10 ～

6 火 11 東京 11 東京 11 東京 11 東京 11 東京

7 水

8 木

1

2

月 日
曜
日



 

 

 

 

 

 

 

 

資料 3. 関係者（面談者）リスト 

  



-64 - 

3. 関係者（面談者リスト） 

氏名 組織 職位

軽部　洋（Karube hiroshi ） 日本大使館 全権大使

村田　優久夫  (Murata  Yukuo） 日本大使館 参事官

伏木　光英  (Fusegi  Mitsuhide） 日本大使館 一等書記官

青木　利道(Aoki Toshimichi) JICAコンゴ民事務所 所長

栗本　優  (Kurimoto Masaru) JICAコンゴ民事務所 所員

村上　啓子　(Murakami Keiko) JICAコンゴ民事務所 所員

Mr.Leon MWAMBE JICAコンゴ民事務所 現地スタッフ

Mr. Thomas LUHAKA LOSENDJOLA インフラ・公共事業・再建設省 大臣

Mr. Paul MUSAFIRI NALWANGO インフラ・公共事業・再建設省 官房長官

Mr. Jacques BAIKPON KALONGA インフラ・公共事業・再建設省 副官房長官

Mr. Puis NGOIE インフラ・公共事業・再建設省 市内道路技術顧問

Mr. Théophile NTELA インフラユニット 調整官

Mr. Billy TSHIBAMBE NYEMBU インフラユニット 道路課長

Mr. Ambroise KANDAMBU TUKUMBANE インフラユニット 市内道路課員

Mr. Benjamin WENGA BASUBI OVD 総裁

Mr. Lauremtin MBULUKU MAFUTI LAJO OVD 財務部長

Mr. Richard MATANDA OVD 計画局長

Mr. Fala MBUNGU OVD 機材管理局長

Mr. Narra KIMVULA OVD 計画局職員

Mr. Timothee SUMAILI OVD キンシャサ支局職員

Mr. Khuabi KHUABI OR 機材局長

Mr. Gilbert BAGULA BA NZONGA OR キンシャサ支局局長

Mr. Pierre WANET MUTUMOSI OR キンシャサ支局ブリガード901長

Mr. Onore TSHIYOYO 財務省 官房局内対外協力管理課調整官

Mr. Plus NGOLE キンシャサ州 キンシャサ州公共事業省大臣顧問

Mr. Lendo LENDO FONER 道路技術部長

Mr. Pascar BULONGO FONER 道路技師

Mr. Khaled BOUSBIA 日立建機代理店DEM社 パーツ販売サービス部長

Mr. Paulo FERNANDES トヨタ・日野等の代理店CFAO社 代理店代表

Mr．Maurice TSHIKUYA KAYEMBE INPP 総裁

澤下　理恵  (Sawashita Rie) INPP JICA専門家
久米　篤憲　（Kume Astunori) INPP JICA専門家



 

 

 

 

 

 

 

 

資料 4. 討議議事録（M/D） 
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4. 討議議事録（M/D） 

4.1 第一次現地調査 
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4.2 第二次現地調査 
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資料 5. 進捗報告書（Project Monitoring Report）初版 
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5. 進捗報告書（Project Monitoring Report）初版 
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資料 6. 免税情報シート 
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6. 免税情報シート 

コンゴ民国免税情報シート 

更新日：2017 年 12 月 15 日 

無償資金協力の実施にあたり、日本の企業が免税措置を受けるに際して、コンゴ民国税務局発行

の税務登録証（NIF）が必要になる。海外輸入品及び国内購入品（免税で購入するもの）の事前免

税方式の手続きを行い、免税証明証(Title d’éxonération)を取得する必要がある。法人税や個人所得

税は法令や二国間の交換公文（E/N）にて免税となると規定されているが、税務当局（Direction 

Générale des Impots）より支払い請求が発行されることがあり、免税である旨の申告書を提出する

必要がある。 

 

（１）企業の所得に課される税金（法人税など） 

【税の基礎情報（名称、税率、計算方法、根拠法）】 

 名称：法人税 (建設業者） 

 税率：売上高の 10% 

 免税となる根拠法：Les codes Droit fiscal de la Republique Democratique du Congo (ARRÊTÉ 

DÉPARTEMENTAL BCE/ENI/083/78 relatif à l’application des taxes sur le chiffred’affaires, 

sur les produits de fabrication locale, sur lesprestations de service et sur la construction. 

(J.O.Z., no22,15 novembre 1978, p. 26) 

【免税に必要な情報（手順、申請先、所要期間）】 

 当該税務を取り扱う役所：財務省企業局（Direction Générale des Entreprises ) 

 免税処置：日本企業より企業局に免税である旨の申告書を提出 

 所要期間：毎月提出 

 

【備考】唐突に法人税支払いの請求書が発行されるので、EN 等の所要資料を添付し   

    て毎月、免税申請書の提出が求められる。 

 

（２）企業の従業員の所得に課される税金（個人所得税など） 

【税の基礎情報（名称、税率、計算方法、根拠法）】 

名称：所得税  

 税率：基本給の 10% 

 免税となる根拠法：Les codes Droit fiscal de la Republique Democratique du Congo：

ORDONNANCE-LOI 69-009 relative aux impôts cédulaires sur les revenus. (M.C., 

1969,p. 515.) 

【免税に必要な情報（手順、申請先、所要期間）】 

 当該税務を取り扱う役所：財務省税務局（Direction Générale des Impots) 

 免税処置：日本企業より税務局に免税である旨の申告書を提出 

 所要期間：毎月提出 

 

【備考】法人税同様、請求書が発行されるので EN 等の所要資料を添付し   

    て毎月、免税申請書の提出が求められる。 
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（３）付加価値税（VAT) 

【税の基礎情報（名称、税率、計算方法、根拠法）】 

名称：付加価値税 （TAXE sur le valeur ajouté; TVA） 

 税率：価格の 16% 

 免税となる根拠法：Arrêté ministeriel No.076 CAB/MIN/FINACES/2012 du 13 jenvier  

2012 

【免税に必要な情報（手順、申請先、所要期間）】 

  申請種類：事前免税方式 

 当該税務を取り扱う役所：財務省財務分室（Cellule fiscal） 

 免税手順：日本企業（申請） インフラユニット 財務省財務分室 財務省（官房、 

国庫担当局長） 財務分室 インフラユニット 日本企業（免税証明証） 

 所要書類：正規免税申請書＊ＰＬ(パッキングリスト)＊ＢＬ（船積書類）*ＩＮＶＯ 

ＩＣＥ（送り状）*ＩＴ／ＩＣ（関税申請書）＊財務 

大臣からの手紙＊緊急取引許可証 

 所要期間：通常 6か月 

 

【備考】免税証明証発行まで時間がかかるので、上記の緊急取引許可証（1 ヶ月程度） 

を取得し免税での資機材輸入が可能である。 

 

（４）資機材の輸入及び再輸出の際に課される税金や手数料 

１) 関税 

【税の基礎情報（名称、税率、計算方法、根拠法）】 

名称：関税 （Droit de Douanes） 

 税率：財務分室が税金（免税）額を関税定率により算定 

 免税となる根拠法：Arrêté ministeriel No.076 CAB/MIN/FINACES/2012 du 13 jenvier  

2012 

【免税に必要な情報（手順、申請先、所要期間）】 

申請種類：事前免税方式 

 当該税務を取り扱う役所：財務省税関総局（Direction Générale des Douanes et  

Accises ; DGDA） 

免税手順：日本企業（申請） インフラユニット 財務省税関総局 日本企業（緊急取引許可

証） 

 所要書類：緊急引取許可申請書＊ＰＬ(パッキングリスト)＊ＢＬ（船積書類）*ＩＮ 

ＶＯＩＣＥ（送り状）*ＩＴ／ＩＣ（関税申請書）＊原産国証明＊ＦＥ 

ＲＩ(輸入電子情報票) 

 所要期間：通常 0.5ヶ月 

 

【備考】上記（３）の申請に当緊急取引許可証が必要になる。 
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２）輸入検査料 

【手数料の基礎情報（名称、税率、計算方法、根拠法）】 

名称：輸入検査料 （Fret du contrôle importation） 

 検査料：CIF価格の 4% 

 免除となる根拠法：Arrêté ministeriel No.076 CAB/MIN/FINACES/2012 du 13 jenvier  

2012 

 

免除に必要な情報（手順、申請先、所要期間）】 

申請種類：事前免除方式 

 当該手数料を取り扱う役所：コンゴ検閲局（Office Congolais de Contrôle） 

免除手順：日本企業（申請） インフラユニット インフラ大臣 財務省 商業及 

     び経済省 ＯＣＣ  

所要書類：検査料免除申請書＊ＰＬ(パッキングリスト)＊ＢＬ（船積書類）*ＩＮ 

ＶＯＩＣＥ（送り状）*商業・経済大臣よりＯＣＣ宛手紙＊緊急引取許可 

証＊財務大臣から商業・経済省宛て手紙 

 

 所要期間：通常 1 ヶ月 

 

【備考】財務省が OCCに支払うようになるが、明確な根拠がないため過去の案件で 

時間がかかったケースがあり、実施段階に入る前に相手側関係当局への周知 

徹底が必要である。 
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資料 7. 参考資料 
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7. 参考資料 

7.1 OVD 重機類、軽車両類の写真 

現地調査時に撮影した OVD 所有の重機類、軽車両類の外観写真を以下に示す。 

 

  

1 ブルドーザ 2 モーターグレーダ 3 モーターグレーダ 

   

4 アスファルトフィニッシャー 5 ホイールローダ 6 ホイールローダ 

   

7 バックホーローダ 8 バックホーローダ 9 振動ローラ 

   

10 振動ローラ 11 3 軸タンデムローラ 12 タイヤローラ 
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13 トラクタ 14 トラクタ 15 トラクタ 

   

16 油圧ショベル 17 ホイールエクスカベータ 18 コンクリートミキサ 

   

19 コンクリートミキサ 20 コンクリートミキサ 21 ダンプトラック 

   

22 カーゴトラック 23 散水車 24 ダンプトラック 

 

25 ダンプトラック 26 汚泥吸引車 27 アスファルトディストリビュータ 
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28 アスファルトディストリビュータ 29 燃料トラック 30 クレーン付きトラック 

   

31 クレーン付きトラック 32 低床トレーラー用ヘッド 33 トレーラー 

   

34 散水車 35 移動工作車 36 コンプレッサ 

   

37 洗車機 38 タイヤ交換機 39 コンプレッサ 

   

40 発電機 41 発電機 42 振動プレート 

 



-147 - 

 

   
43 トラクタ用トレーラー 44 吸水ポンプ 45 アスファルト溶解炉 

 

46 ピックアップトラック 47 ピックアップトラック 48 乗用車 

 

  

49 マイクロバス   
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